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公共図書館における電子書籍利活用の諸問題と提供モデルの考察 

－社会的諸相から見た電子書籍の流通システム－ 

Problems of utilization and delivery models for e-books in public libraries 

－E-book distribution system as seen from the social aspects－ 

家禰 淳一† 

YANE, Junichi 
 
概要 電子書籍を取り巻く社会的な諸相を分析し，公共図書館における電子書籍の提供もモデルを考察した。

2010 年は，電子書籍元年といわれ，アップル，アマゾン，グーグルのいわゆる黒船 3 社の電子書籍販売戦略

の脅威を背景に，日本の出版業界における電子書籍販売プラットフォームが様々な形で顕在化し，国立国会図

書館の蔵書の大規模デジタル化や，現行著作権法改正の動きなど，国家的戦略なども活発な変化を見せており，

それらの動向の分析を行った。国立国会図書館のデジタル化資料や，今後，法定納本されるであろうデジタル

資料の公共図書館での利活用を基本にし，クリエイティブ・コモンズ，公共貸与権導入の問題などを，公共図

書館における電子書籍提供のための仕組みの中に組み込む可能性を考察した。 

 
キーワード：電子書籍，公共図書館，デジタル化，著作権法，コンテンツ 

Keywords：E-books, public libraries, digitization, copyright, content 

 

1．はじめに 

 
 本稿は，公共図書館における電子書籍の利活用の方

法を探り，社会的諸相を分析しながら，「知の拡大再生

産」のための電子書籍提供モデルについて考察するこ

とを目的とする。 

2010 年は，Apple1（以下：アップルと記述），

Amazon.com2（以下：アマゾンと記述），Google（以

下：グーグルと記述）が，電子書籍のプラットフォー

ムによって欧米の電子書籍市場を拡大し，その話題が

誌（紙）上を賑わしていた。一方，日本における電子

書籍の歴史は古く，ガラパゴスと言われた携帯電話が，

独自に高度な機能を搭載しながら進化し，国際標準か

ら取り残されていった3が，この携帯電話を中心に，電

子書籍分野では，携帯小説，あるいはコミックが，電

子書籍市場を拡大していた。しかし，本格的な電子書

籍の市場は，アメリカに大きく後れをとってしまった。

Kindleの登場で数千冊が持ち運べ，Googleブックス4

によって，デジタル化した 
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資料の全文検索が可能になり，人類の知の蓄積である

書籍の全文が，次々にインターネット上で読むことが

できるようになってきた。まだまだ先の未来の話であ

ろうと思っていたことが，すぐ目の前まで現れてきた

のである。 

 本論考では，公共図書館における電子書籍提供事例

を検証することと，国立国会図書館の資料電子化事業

に関わる資料提供の動向，市場の動向，電子書籍の流

通に関わる国家施策の動向を，背景として捉え，電子

書籍における知識の流通について，問題点を明らかに

し，公共図書館における電子書籍提供モデルを考察し

ていく。 

 

2．公共図書館の電子書籍貸出サービス 

 
 公共図書館における電子書籍提供サービスは，大手

印刷会社などを中心に図書館向けプラットフォームが

模索される中，いわゆる「電子書籍元年」といわれた

2010年以降，活発な動きを見せている。 

公共図書館での電子書籍閲覧・貸出サービスは，

2002年6月に北海道岩見沢市が，「10daysbooks」5提
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供の岩波文庫や東洋文庫，マンガ等の電子コンテンツ

を閲覧できるサービスを開始したのをはじめ，2005

年5月には，生駒市立図書館が，パブリッシングリン

ク6と提携し，ソニーの電子書籍端末 LIBRIe 7を貸出

して，電子書籍を閲覧できるサービスを開始した。こ

の二つのサービスは，すでに終了している。さらに

2007年11月には千代田Web図書館8が電子書籍貸出

サービスを開始し，それとほぼ同じ形のシステム構成

で，2011 年 1 月から堺市立図書館9が電子書籍貸出サ

ービスを開始した。また，2010年12月には，総務省

の平成22年度「新ICT利活用サービス創出支援事業」

10採択事業の一環として，鎌倉市と採択事業者である

ビジネス支援図書館推進協議会，日本ユニシス，ミク

プランニングが共同で実施した電子書籍プロジェクト

がモニターを募集し，電子書籍の実証実験を実施した。

そして，2011年3月に，オープンした萩市立萩図書館

11が，電子書籍の貸出サービスを始めた。鎌倉市立図

書館と同じように，市民モニターを募集して，2011

年7月から静岡県立中央図書館が「電子図書館体験プ

ロジェクト」12を開始，2011 年 10 月から，札幌市中

央図書館が電子図書館実証実験を開始13し，タブレッ

ト端末の貸出も行う。こうした，一連の電子書籍の公

共図書館での貸出サービス実証実験，あるいは，実際

にサービスを展開するところなどが，特に 2011 年に

入って顕在化してきた。 

 
2.1 ベンダー提供の公共図書館向け電子図書館シス

テムについて 

 
 ベンダー提供の電子図書館システムは，人員（労働

資源）の面や，コストの面から，比較的容易に導入で

きるシステムである。 

 DNPは，2010年7月5日に電子出版など出版社の

著作権契約管理業務をサポートするクラウド型 BPO

（Business Process Outsourcing）サービスを開始し，

7月27日に凸版印刷とともに発起人となり，「電子出

版制作・流通協議会（AEBS）」14を設立した。その活

動内容は，「①電子出版制作・流通ビジネスに関連する

情報共有，②制作・規格・仕様・流通に関する協議，

③電子出版産業の発展と普及にかかわる活動，④電子

出版制作・流通ビジネス日本モデルの検討及び協議，

⑤商業・公共・教育・図書館等電子出版関連分野に関

する情報共有 」15というものであり，出版や新聞，通

信，電機など89社が参加した。8月4日には，通信事

業会社との連携を図るべく，NTTドコモと電子出版ビ

ジネスで提携した。この提携での DNP の電子書籍ビ

ジネスモデルは，あくまで携帯端末（スマートフォン）

向けに，書籍，雑誌，コミックの配信を狙っていたの

である。日本の電子コンテンツは，コミックを中心に

独自に携帯電話向けに発達してきた経緯があり，「魔法

の iらんど」16などで，若者層をターゲットに市場が成

長してきていたのである。開発された市場に，コミッ

クだけではなく，アメリカなどで本格的に市場が拡大

しつつある電子書籍の分野についても，この NTT ド

コモとの提携によって，日本型電子書籍販売プラット

フォームを創造しようとしていたのである。この背景

には，やはり，グーグル，アップル，アマゾン主導の

いわゆる黒船と呼ばれるアメリカ型（あるいは垂直統

合型17）の電子書籍販売プラットフォームの脅威があ

り，こうした創り手側と通信側の提携は，それに対す

る対抗戦略と考えられる。DNP・CHI グループと図

書館情報システム開発の NEC との連携によって，公

共図書館向け電子図書館システムが提供されたのであ

る。 

 
2.2 DNP・CHI グループの図書館向けプラットフォ

ームの分析 

 
DNP は電子書籍流通分野を 2 つの属性に分けてい

る。それは，①流通ライセンス分野，②販売・流通分

野である。この流通ライセンス分野は，創作者側のコ

ンテンツホルダとして，著者と出版社がある。そして

そのライセンスを管理する部門として，ASPサービス

（Application Service Provider Service）を提供する

取次的な役目を持つ株式会社モバイルブック・ジェー

ピー（MobileBook.jp）18，デジタル化とインフラ構築

は DNP である。販売・流通分野は，サービス提供部

門（営業）である丸善株式会社19（以下：丸善と記述）

と株式会社図書館流通センター20（以下：TRCと記述）

が分担し，図書館あるいは顧客がエンドユーザーとい

う構造になっている。このモバイルブック・ジェーピ

ーは，紙の書籍と同じように，生産者から販売に至る

まで，ライセンス管理等の取次としての役割に特化し

ている。丸善はすでに丸善 CHI グループの完全子会

社化しており，同じくTRCもDNPの子会社である。

それぞれの役割を担う会社同士は，すべて契約関係で

この流通構造が成り立っている。大手印刷会社が書籍

をデジタル媒体変換したデータを持っており，著作権

者，出版社との契約が成立すればすぐにデジタル加工

されたコンテンツをこのプラットフォームに乗せるこ
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とが可能である。いわゆる水平分業型の構造となって

いるのである。 

 
2.3 ベンダー提供の電子書籍コンテンツの内容及び

契約の考察 

 
ベンダー提供の電子書籍貸出システムは，クラウド

コンピューティングによるサーバーからのコンテンツ

の閲覧であり，電子図書館システムとの通信の権利と

通信費の一体型契約であるため，次回リプレースでの

ベンダー囲い込みによる随意契約の必要に迫られる可

能性がある。 

また，コンテンツが図書館の蔵書という概念からの

財産的な問題点がある。すなわち，コンテンツの権利

主張の問題である。もし，ベンダーとの契約を解消し

た場合，買い切り契約をしているコンテンツの権利主

張ができるのかという問題である。 

さらに，図書館向け電子書籍のコンテンツ数の問題

である。電子書籍は著作権者と出版社がどのビジネス

モデルを選択するかによって，コンテンツ数が増える

かどうかのメルクマールとなる。さらに図書館での貸

出については，現行著作権法において，デジタルコン

テンツの公衆送信権が著作権者の権利制限条項になっ

ていないため，著作権者の許諾が必要となる。そのた

めの契約金が，コンテンツのライセンス料金に反映し

ていると考えられる。 

 
2.4 電子書籍とそれ以外の資料とのコストパフォー

マンス比較 

 
堺市立図書館における蔵書のうち，電子書籍と 

それ以外の資料について，それぞれ貸出するために，

どれだけの経費がかかっているのか試算してみた。た

だし，この試算は，公式に公開されている決算資料と

電子書籍の貸出予測冊数（年間の貸出冊数統計が確定

していないため予測冊数となっている）を使用して，

筆者が独自に計算したものであり，あくまで参考的な

意味にとどめておきたい。 

図表：2.4-１が，資料費，電算システム，図書館情

報システム，図書館情報システム開発費÷5，人件費

等，直接資料の貸出に関係すると思われる経費を年間

貸出冊数で除したものである。ただし，人件費は概算

ではあるが，教育委員会事務局の正規職員の総人件費

を図書館の正規職員の人数割を当てている。労働時間

的には，その約3分の1がカウンター業務にあたるた

め，図表のF，G，H については，3 分の 1 にすべき

ところであり，そうなると，電子書籍以外の資料の 1

冊あたりの貸出に要する経費は，82円になる。この表

からは，人件費がかなりの額を占めることがわかるが，

電子書籍の貸出に際して人件費がかからないといって

も，貸出冊数が相対的に少ないことから，1 冊の貸出

に要する経費は多少高くならざるを得ない。例えば，

電子書籍以外の資料の1冊あたりの貸出に要する経費

を 82 円とした場合，それと同じコストになるために

は，現状の電子書籍の貸出冊数の約 1.7 倍の貸出冊数

が必要になる。 

電子書籍の貸出冊数を増やすためには，コンテンツ

数を増やし，さらに，コンテンツも多様な構成にする

必要があると考えられる。 

 
2.5 クラウドコンピューティングにおける問題点 

 
ベンダーのコンテンツサーバーを結ぶ ASP を利用

した公共図書館の電子書籍貸出システムのセキュリテ

ィについて考えてみたい。こうしたシステムは，電子

ジャーナルの場合も同様のアーキテクチャであり，図

書館側サーバーの維持管理のコストと人員は全くかか

らないという点においては便利である。そのため，今

後ほとんどのシステムがクラウドコンピューティング

21へと移行していくであろうということが伺えるので

ある。この ASP システムでは，利用者は，ID（利用

者番号）とパスワードでログインし，ベンダー側サー

バーのサブ認証システムから目的のコンテンツの貸出

手続きを受けることになる。図書館のサーバーには利

用者 ID と貸出コンテンツのアクセスログが残り，同

じくベンダー側サーバーにも利用者 ID と貸出コンテ

ンツのアクセスログが残る。契約書において利用者の

個人情報保護について記述されているとはいうものの，

このアクセスログが，クラウド側に残るということが，

果たして，個人情報を扱う（読書記録が個人の思想信

条にも関わることがある。）ことになる図書館において，

また，公共という立場において適切であろうか。読書

の秘密保持という図書館の自由の観点からも，少なく

とも自治体としてはシステムのセキュリティについて，

技術的な面と契約的な面から認識している必要がある

のではないかと考える。これは，公共施設の特に個人

情報に関わるデータについて，クラウドコンピューテ

ィングを利用した場合の公共のシステム上の問題点と

同じジレンマを持つといえるのである。 

クラウドコンピューティングのこうした個人情報
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に関わる問題を示した一つの指針として，『クラウド

（ネットワーク）におけるプライバシー：個人情報を

クラウドに移すための法的枠組』22がある。これには，

個人情報をクラウドに移転する場合の，特に，法的に

留意すべき事項が述べられている。個人情報をクラウ

ドコンピューティングに移しているわけではないが，

認証サブシステムからクラウドを利用するところで，

利用者が公共ではないサーバーへのアクセスを行って

いることについての問題点が検証されていないことの

危惧（サイト内検索に Google を使っていることも，

この問題点にあたる。）は否めないのである。 

 

  
図表：2.4-1 資料貸出の1冊あたりに要する経費 

   経費（円）  年間貸出冊数(冊） 1冊貸出あたりの経費(円） 

資料費（電子書籍以外） A 101,540,419 ① 4,675,356
（A＋（C～H合計））÷①

＋9.2  
181 

資料費（電子書籍） B 3,326,223 ② 6,509 B÷（②×4）＋9.2 137 

Tool-i使用料 C 252,000  ※ 電子書籍の1冊貸出あたりの経費は，1年間の貸出統計

がないため，2011年1月～3月の3ヶ月の貸出冊数に

4を乗じた数値である。 

※ （I+J+K+L+M）÷年間貸出冊数(合計)＝9.2円 

※ 人件費を貸出返却業務だけに絞った場合，時間的に約3

分の 1 のコスト（（F+G+H）÷3=232,901,347 円）が

適当であると考えられる。 

※ L とM は図書館情報システム開発費のため，5 年リプ

レースを考慮し5で除している。 

統計数値出典： 

堺市財政局財政部財政課『平成 22 年度 決算説明資料』

2011.8. 

堺市立中央図書館『図書館概要 平成22年度 統計と活動』

（平成23年度版）2011.7. 

TRCマーク使用料 D 3,045,000  

図書紛失防止用磁気テープ E 1,024,000
 

人件費（教育委員会全体から人数割り概

算） 
F 596,854,041

 

人件費（短期臨時職員） G 94,672,300
 

非常勤職員報酬等 H 7,177,701
 

電算システム 

借り上げ料 
I 8,698,268

 

図書館情報システム保守料 J 9,704,898
 

図書館情報システム回線使用料 K 6,739,130

 

図書館情報システム開発委託料（繰越明

許費）÷5 
L 15,750,000

 

図書館システムネットワーク工事（繰越

明許費）÷5 
M 2,291,381
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3．国立国会図書館の電子図書館構想と公共

図書館 

 
 この章では，国立国会図書館の電子図書館構想につ

いて考えていく。 

 2009 年度の補正予算により国立国会図書館の資料

電子化が大きく進むこととなる。それまでに，国立国

会図書館が歩んできた電子図書館構想における資料電

子化に焦点を絞り，その流れとポイントとなるトピッ

クの問題点を検証する。さらに，2010年から2011年

9 月までの動向と今後の予測から，国立国会図書館の

電子化資料等を公共図書館において利活用する方法を

考察する。 

 
3.1 パイロット電子図書館実証実験以降の成果 

 
パイロット電子図書館実証実験は，1994 年から始

まった情報処理振興事業協会（IPA）23が，国立国会図

書館と共同で推進した実験システムである。このプロ

ジェクトには，二つの柱があった。一つは「電子図書

館実証実験システム」であり，もう一つは，「総合目録

ネットワーク利用実験システム」であった。後者は，

総合目録のネットワークを構成し，そのシステムを構

築するものである。その前年の 1993 年には，ホーム

ページ閲覧ソフト「Mosaic」が開発され，インターネ

ット利用が増加した。1994年には，アメリカで，デジ

タルライブラリーの研究開発をするプログラムである

DLI（Digital Libraries Initiative）24が始まった。1995

年には，「情報社会に関する関係閣僚会合」がブリュッ

セルで開催され，G7電子図書館プロジェクト25が始ま

り，同年の IT市場では，Windows95が発売されてい

る。インターネットがこれを境に日本において一般家

庭に急速に普及し始めたが，その前年 1994 年の IPA

のこの実証実験プロジェクトは，こうしたネットワー

ク社会の到来を見越し，情報のネットワーク共有の準

備をしていたといえる。大学図書館は NACSIS-ILL

が動いており，ネットワークがつながっていたが，一

方，公共図書館については，それまで，ILL（Inter 

Library Loan）はFAX通信または，パソコン通信を

通じて情報をやり取りしていただけであり，図書館の

蔵書検索システムも，業務システムの機械化はされて

いたものの，多くは館内OPACが整備されていなかっ

た。この時点で，大学図書館システムとの格差が生じ

ている。パイロット実証実験システムの一つの柱がこ

の「総合目録」構築と，それに伴う ILLのネットワー

クを通した仕組みの構築であった。 

もう一つの柱であった「電子図書館実証実験システ

ム」について概観する。この実証実験において，国立

国会図書館は，国立国会図書館関西館（以下：関西館

と記述）での電子図書館システムの基盤技術を準備し

たのである。このプロジェクトの目的は，図書館がこ

れまで収集・蓄積してきた知的財産を，電子化によっ

て，保存・利用を図ることである。これまでの紙媒体

の印刷物や，マイクロフィルム等を，電子化してデー

タベースに蓄積するのであるが，国立国会図書館と民

間提供の約1,000万ページの資料を，画像データ・テ

キストデータで電子化していった。 

関西館構想の実証実験は，国立国会図書館所蔵の貴

重書と，大部分はパブリックドメインの資料，著作権

の発生しない資料等が中心であるということが，この

表から伺える。実験段階であるため，電子化における

ファイル形式，画像解像度，保存媒体などが も問題

とされた。ファイル形式や動作環境が，汎用的なもの

であるのか。解像度によって，文字等が判読できるの

かなどの検証実験が行われていた。その後，NDL 所

蔵貴重書と明治期刊行図書は，近代デジタルライブラ

リー26に引き継がれてゆく。 

 
3.2 国立国会図書館の電子図書館構築の流れ 

 
国立国会図書館は，1996 年度に「電子図書館構想

策定のための作業指針」を定め，2 年後の 1998 年 5

月に「国立国会図書館電子図書館構想」27を策定した。

1990年代には，情報ネットワークが急速な進展を示す

中で，出版物の電子化による保存と，電子出版物，電

子化資料のネットワークを通じた提供を主な目的に，

国立国会図書館が「ファースト・リゾート」としての

役割を果たすべく，この構想が策定されたのである。

さらに，1999 年 2 月に，納本制度調査会から国立国

会図書館長へ「21世紀を展望した我が国の納本制度の

在り方－電子出版物を中心に－」28という答申が出さ

れている。この納本制度調査会は，1999 年 4 月に改

組改称され，2011年の現在に至るまで，納本制度審議

会として会議が開かれている。それまでは，パッケー

ジ系資料は納本の対象とされていたが，オンライン資

料は対象外とされていた。しかし，インターネットに

よるネットワークの発達によって，オンライン上でし

か存在しない資料も増えてきており，知識の蓄積のた
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め，それらを収集対象にすることが必要になってきた。

そして，オンライン資料についての議論が一定まとめ

られ，2010年6月7日，第19回納本制度審議会にお

いて，「オンライン資料の収集に関する制度の在り方に

ついて」29が国立国会図書館長に答申された。この答

申は，いわゆるオンライン資料の納本によって想定さ

れる諸問題について，個別の事例で言及している内容

となっている。その中で，収集対象となるオンライン

資料の定義・範囲や，資料を保存活用するために，

DRM（Digital Rights Management）30の解除の義務

付け，さらに，さまざまなフォーマットとその再生環

境に対応するために，保存に当たっては，マイグレー

ション31の問題があること，納本に当たっては，利益

を含まない必要経費の補償金の支払いが必要であるこ

となどがうたわれている。また，国立国会図書館，関

西館，国際子ども図書館の館内閲覧に関しては，出版

社の経済的損失補填はしないという，有形の紙資料と

同じ取り扱いであることが示されている。電子納本と

は別に，2000年に「電子図書館サービス実施基本計画」

32の策定，同年「貴重書画像データベース」開始，国

際子ども図書館開館，「絵本ギャラリー」提供開始とい

う流れがある。2001年には，明治期刊行図書電子化作

業開始。2002年には，国立国会図書館関西館が開館し，

「近代デジタルライブラリー」が提供開始されている。

2003 年のユネスコ第 32 回総会33において「デジタル

遺産の保存に関する憲章（ Charter on the 

Preservation of the Digital Heritage）」34が採択され

たことを背景に，各国がデジタル情報の保存を喫緊の

課題とする中，2004 年に「国立国会図書館中期計画

2004」35が策定され，その中で，図書等のデジタル化，

webアーカイブを含むオンライン情報資源の収集，ア

クセスや保存のための情報（メタデータ）の付与など

を，計画の目標として掲げていた。2009年，国立国会

図書館に蔵書の電子化予算として125億9800万円の

補正予算が措置された。この予算額は，それまでの

2000 年度から2009 年度当初予算までの10 年間の合

計約 14 億円の電子化予算に比べると，急激な増額で

あった。その後，2010 年 10 月 8 日『「円高・デフレ

対応のための緊急総合経済対策」について』36が閣議

決定され，その中で，「デジタル・コンテンツの利用促

進【内閣府，経済産業省，国立国会図書館】」として「地

域の雇用創出に資する国立国会図書館所蔵資料のデジ

タル・アーカイブ化及び書籍等のデジタル化の推進に

係る事業の前倒し等を通じて，デジタルコンテンツの

利用環境を整備・改善する。」と定められている。当時，

日本経済は，デフレ経済から抜け出せず，完全失業者

数は 302 万人，完全失業率は 4.6％（平成 23 年 2 月

確定値）37と，依然，完全失業率は高い値を示してい

る状況であるという社会的な背景を抱えていた。その

ため，政府は国家施策として，公共事業の補正予算措

置により，雇用創生による失業者対策を図ってくこと

が，経済政策の大きな柱としていた。すなわち，この

国立国会図書館の125億9800万円の補正予算の使い

道の目的には，そうした雇用創生ということも含まれ

ていたのである。 

 
3.3 長尾構想の分析 

 
 長尾真が国立国会図書館館長に就任したのは，2007

年のことである。長尾構想（長尾私案）（図表 3.3-1）

は，国立国会図書館に法定納本された出版物を，いか

にして国民が利用できるようにするか，そして，いか

にして，知識の入手を可能にし，アクセシビリティを

高め，利用者負担を無くし，無料の原則を守りながら，

「知の拡大再生産」を図っていくかということが，基

本的な目的である。 

 長尾は，著作権のうち，公衆送信権に関わって，「利

用者が 寄りの公共図書館に来れば国立国会図書館に

蓄積されている全ての電子化された図書・資料が閲覧

できるようにする必要がある。そのためには国立国会

図書館から公共図書館に対してディジタルデータの送

信をせねばならず，そのために公衆送信権に制限をか

ける必要が出てくる。これは著作権者や出版社に損害

を与える可能性があるので，公共図書館は何らかの基

準で補償金を支払うなどの工夫が必要となる。これは

国民の知る権利の保障であるから，国としてそのため

の予算の手当てをする必要があるだろう。」38と考えて

いる。補償金は，映画の場合，民事契約により支払わ

れる。著作権とは全く違うが，国家が損害を補填する

意味合いは，公共貸与権的なアーキテクチャである。

公共貸与権については後述する。 

 国立国会図書館や公共図書館は「無料の原則」によ

って，資料の閲覧・貸出に際して，対価を徴収するこ

とはできないが，それがデジタルコンテンツになると，

インターネットが利用できるネットワークのインフラ

とデバイスがあれば，（法的縛りがなく，電子書籍を含

むデジタル情報を，図書館から自由に配信できる状態

にあるならば）利用者は自宅にいながら，無料で情報

を手に入れることができることになる。糸賀は，特に

商用オンラインデータベースについて，「従量制の料金
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体系をもった資料に図書館が対応しようとすると，可

変費用が増大することによりその点で影響を受ける。

個人的にはそうした環境下では「限界費用」分だけは

利用者に負担してもらうという選択肢があってもよい

のではないか」39と論じており，さらに，市場の成立

するサービスについても，政府や地方公共団体がそこ

に関わる場合，同種のサービスを無料で提供するわけ

にはいかないと主張している。国立国会図書館による

電子書籍無料配信を考えた場合，著作権者や出版社は，

経済的な損失を受けることが考えられる。これは知識

の流通とは別に，知を創出する側のビジネスモデルが

崩壊してしまう可能性もあるため，非常にデリケート

な問題を含んでいる。長尾構想では，例えば，利用者

の図書館までの交通費を想定して，自宅まで送信する

ことによる著作権者や出版社の損失を，交通費程度の

課金による利用者負担で，貸出サービスを提供すると

している。ただし，国立国会図書館は無料の原則があ

るため，長尾構想では，デジタル化した資料と電子納

本された資料を，電子出版物流通センター(仮称)に無

料貸出した後，そのセンターが，電子書籍の流通管理

と収入金の管理をし，そして，収入金は著作権者，出

版社に還元するというシステムを想定している。 

 長尾構想に関して，一つの論争がある。出版界の専

門紙『新文化』紙上における論争であるが，出版流通

対策協議会会長の高須次郎がオンライン出版物の納本

に関して，いわゆるグーグル・ショック後に，長尾構

想が前提としてあり，長尾構想そのものが，国策とし

てオンライン系電子資料の納本とその利活用が，グー

グルに対抗する一つのビジネスモデルと考えており，

そのことが出版業界に損害を与えるものであると批判

した40。そのことを受けて，湯浅俊彦が，長尾構想は

グーグル・ショック以前の2008年4月の段階ではじ

めて出てきたビジネスモデルであり，非営利事業体と

して電子出版物流通センター（仮称）があるのであっ

て，国立国会図書館は，電子書籍を無料で提供してい

くもので，利益を得ようとしているわけではないと反

論した41。この論争は，国立国会図書館の資料デジタ

ル化に関して，ステークホルダーとしての出版流通対

策協議会42との利害対立構造を浮き彫りにしているケ

ースと言えよう。特に出版やジャーナリズムに関わる

者たちにとっては，国家の言論規制と必然的に対立し

ないといけない使命感があり，国家主導の電子書籍流

通に対して，どこか懐疑的な意識があるのではないか

と思われる43。こうした利害対立の分析は，村上，杉

本，北の論文『国立国会図書館電子図書館構想の

変遷と課題―合意形成過程としてみた「長尾構想」

を中心に』44に詳しく論じられている。国立国会

図書館は，2010年1月施行の著作権法改正前に，

「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」

を開催し，その第一次合意事項（国図企

090319001 号 平成21 年3 月23 日）45を公

表している。その中に，国立国会図書館所蔵資料

のデジタル化は，画像データの作成を当面の範囲

とすること，資料の「テキスト化」の実施につい

ては，あらためて，関係者との協議によること，

民間の市場経済活動を阻害することがないよう

十分に留意することが基本合意として記されて

いる。そのため，関係者の利害調整の協議を経て

からでないと，今後の国立国会図書館のデジタル

資料の活用ができないのである。電子書籍につい

ては，明らかに紙の書籍とは違い，DRM等の処

理をしない限り，元のデータを変えることなく，

いくらでも複製が可能であり，再配分することも

可能である。そのため，図書館での提供を考えた

場合，営利を目的として流通する電子書籍につい

ては，権利者側の経済的な損失補填の主張が出て

くることは自明のことであり，権利者に対するイ

ンセンティブとして，課金還元の方法，または，

税制的な措置による方法によって，利害調整を図

ることが必要であろうと考えられる。 
 
図表3.3-1 長尾私案「ディジタル時代の図書館と出

版社・読者」 

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downlo

adfiles/g100317a07j.pdf 

 
 

4．出版市場における電子書籍の動向 

 
 この章では，電子書籍における市場の動向を見てい
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きたい。2002年から2015年までのデバイス別の表が，

「電子書籍の市場規模の推移予測」（図表 4-1）46であ

る。2011 年度からは予測数値である。2010 年度まで

は，携帯向け電子書籍市場が急速に拡大しているが，

2011年度からの予測では，PC向けと携帯向けが横ば

いから減少傾向に転じているのに対して，2009年度か

ら頭角を現した新たなプラットフォーム向け電子書籍

市場規模は，2013年には携帯向けとほぼ同程度になり，

2015年度には も大きな市場規模と予測されている。

日本型における携帯向け市場での電子書籍は，現在の

コミック中心が変わることなく推移し，それ以外の，

電子書籍はタブレット端末や，iOSかアンドロイド携

帯などのモバイルプラットフォーム，または読書専用

端末を利用したプラットフォームへの市場へと拡大し

ていくと考えられている。 

 
図表4-1 電子書籍の市場規模の推移予測（2002年度

〜2015年度）出典：『電子書籍ビジネス調査報告書

2011』（インプレスR&D，2011，p.17） 

 

 
4.1 アメリカにおける垂直統合型のプラットフォー

ム 

 
市場における電子書籍の代表的なビジネスモデル

は，アメリカのアップル，アマゾン，グーグルである。

また，SONY，バーンズ＆ノーブルなども独自のビジ

ネスモデルを展開している。 

アップル は，音楽市場では ipod，携帯市場では，

iphoneが先行して，顧客要求を満たしていた。さらに

その成功事例47を，ipad に展開し，タブレット型パソ

コンを市場に送り込むことで，新たな顧客を創造した。

「ハードウェアの物理的な特性（大きさ，重さ，デザ

インなど）やタッチパネルによる独自の操作性，音楽

ダウンロードサイトから続く iTunes アカウントによ

る大規模な顧客ベースと安定的な販売サイトの運営，

さらには専用アプリケーションでの操作性の提供，そ

れにとどまらずユーザーが求めるコンテンツの品揃え

と品質の提供という一貫したサービスを提供している。

こうした一貫した体制であるため，いってみればすべ

てが純正品で設計されているため，消費者にとっては

難しいコンピューター環境の構築から開放され，他社

製品を組み合わせて起きるような操作の難しさやサポ

ートの難しさを排除することができる。」48ということ

をアップル製品のコンセプトとしている。すなわち，

アップルは，ipodの音楽市場において，多くのカスタ

マーのクレジット ID を確保したことが，ビジネスの

ベースとなっている。これら一連の戦略の中で，App 

Store49を立ち上げ，汎用的に電子書籍の販売ビジネス

モデルを展開している。 

アマゾンは，Kindleをデバイスに，通信機能をそれ

に持たせる形で，電子書籍に通信費を含ませ，通信に

おける課金を意識させない，しかも購入が容易である

という戦略で，電子書籍販売のビジネスモデルとして

いる。書籍のオンライン販売をスタートとするアマゾ

ンは，「インターネットというメディアの特性を販売に

活かしたり，販売効率を 大化するための様々な定量

的なデータに基づいたりするようなマーケティングに

たけていたりするばかりか，物流にともなう倉庫業務

の 適化についてもビジネス課題の解決策のベストプ

ラクティスとして取り上げられるほどである。（中略）

出版物，映画，音楽などの商品を売り手企業からお預

かりして，アマゾンのストレージに置き，それを適切

にお客様に配送するという基本的なことが事業の核」

50であるとしている。アマゾンは，こうした書籍のオ

ンライン販売をスタートとしたことにより，多くのカ

スタマーのクレジット ID を確保したことがビジネス

のベースとなっている。また，アメリカにおける紙の

書籍は，重量が重く，高額なハードカバー，読み捨て

られるペーパーバックという本の文化的諸相がある。

それに比べて，Kindleは，重量が軽く，数千冊の蔵書

が通勤電車の中でも，どのような場所でも，しかも片

手で読むことができる。その Kindle を読書専用デバ

イスとしたアマゾンの販売戦略は成功した51。Kindle

の登場は，アマゾンが提供する電子出版プラットフォ

ームKindle Direct Publishing（KDP）52という出版

販売サービスも提供している。 

グーグルの電子書籍販売戦略の端緒は，2004 年か

ら始まったグーグル・プリント（現在はグーグル・ブ

ックス）であろう。アメリカにおける著作権のフェア
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ユースの考え方による，「ライブラリー・プロジェクト」

53では，ニューヨーク公共図書館，ハーバード大学図

書館，スタンフォード大学図書館，ミシガン大学図書

館，ボドリアン図書館等と提携し，それら図書館の蔵

書をスキャンしていき，ブックサーチによる検索を可

能とした。パブリックドメインは全文が閲覧可能とな

り，それ以外は一部閲覧可能となった。利用者は，自

宅からブックサーチを検索することで，これらの図書

館が所蔵する資料の全文あるいは一部を閲覧できるよ

うになる。さらに，グーグルエディションにおいて，

クラウド上の電子書籍アクセス権を売る形態となって

いる。2008年10月のGoogle Book和解案では，著作

権保持者または作家が，自著についての全収益の63%

を受け取ることになっていた。 

しかし，この「Google の書籍全文検索サービス

「Google Book Search（Google Books）」をめぐり，

Google と米国の作家団体 Authors Guild などが合意

した集団訴訟の和解案について，米ニューヨーク南地

区連邦地方裁判所の Denny Chin 判事は米国時間

2011年3月22日，両者が作成，提出した修正和解案

を認めないとする判断を下した。Chin 判事は「書籍

の電子化や，ユニバーサルな電子図書館をつくること

は多くの人に恩恵をもたらす」と一定の理解を示した

が，「著作権者の許可なくGoogleが多くの利益を得る

この修正和解案では，同社の立場が極めて有利になり，

公正さや妥当性を欠く」と結論を下した。一方で判事

は「著作権者が承認した書籍のみを対象にすることで

多くの反対意見は取り除かれる」との考えも示した。」

54米国の作家団体 Authors Guild55と全米出版社団体

Association of American Publishers56（以後：AAPと

記述）が起こした集団訴訟で，2008年10月，Google

が一定の金額を払うことなどを条件に両者は和解57し

たが，その和解案を却下した判決が下されたわけであ

る58。その後，米ニューヨーク連邦地裁は 2011 年 7

月19日，Google Book Search和解当事者たちから状

況ヒアリングを行なったが，修正案が期限までに提出

されなかったため，同年 9 月 15 日に再度延期され，

状況ヒアリングが行なわれた。しかし，修正案は再び

提出されなかったため，Authors Guild とAAP とが

交わした三者和解案は，破棄されることになり，法廷

闘争に持ち込まれることになった。グーグル側は，オ

プトイン方式への和解案修正を拒否している。The 

Authors Guild は，2011 年12 月12 日，クラスアク

ション当事者確認申請書59を米ニューヨーク連邦地裁

に提出したが，ここに AAP は加わっていないようで

ある。60 

名和はグーグルがオプトインを採らないのは，法外

なコストがかかるためとしている61。著作権に関する

基本条約「文学的及び美術的著作物の保護に関するベ

ルヌ条約」（通称：ベルヌ条約）62にはオプトアウトと

いう概念はない。ベルヌ条約は，内国民待遇であり，

条約加盟国においては，著者の国や刊行された国に関

係なく，例えば，米国内では米国の著作権法に従うこ

とになる。さらにオプトアウトに関して，名和は，「グ

ーグルの方式は，もとはと言えば一私企業の設けたも

のにすぎない。にもかかわらず，その適用範囲は米国

全域へと拡大している。さらにベルヌ条約を介して日

本へ，そして地球規模へと拡大するリスクもあった。

2009年末におけるベルヌ条約加盟国は164にのぼる。

一私企業でしかないグーグルは，このようにして正統

的な著作権1.0の秩序を崩してしまった。」63と指摘す

る。そして，グーグルの行動様式は，「サイバースペー

ス」におけるアナーキズムに似ているとし，また，レ

ッシグの理論を引用し64，「技術的なコード」が「法律

的なコード」に替わるということに例えている。 

次に，出版社との契約方式について，アップル，ア

マゾン，グーグルをみてみる。アマゾンはグーグル，

アップルの電子書籍市場参入以前は，出版社とホール

セール契約を結んでいた。一方，アップルは，それま

で採っていた iTunes ストアの契約モデルと同じエー

ジェント契約を，電子書籍販売にも適用していた。こ

のエージェント契約は，出版社にとっては，販売価格

の決定権と，販売手数料としてアップルに30％（出版

社のロイヤルティは70％ということになる）支払うと

いう，メリットのある契約方法だったのである。その

ため，この契約方法に出版社が流れ，大手出版社がア

マゾンとこのエージェント契約についての交渉を行い，

アマゾンもエージェント契約に切り替えたという経緯

がある65。アメリカ型のこうした契約方法は，いわゆ

るディストリビュータとしての機能を持つアップルや

アマゾン，グーグルの垂直統合型の電子書籍販売戦略

によって，出版社と共存できるシステム，いわゆる

Win-Winのプラットフォームということになる。ただ

し，この垂直統合型によって，著者や出版社の囲い込

みが起こる結果となる。 

アップル，グーグル，アマゾンの他にも，SONY(ソ

ニー)が電子書籍市場の一角を担っている。ソニーは日

本でのLIBRIe（リブリエ）66が2009年販売終了して

いるが，そのリブリエの姉妹機種として 2006 年に

Reader67を北米市場で発売を開始した(日本では，
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2010年12月に発売開始)。電子書籍専用デバイスはデ

バイスからのコンテンツの入手しやすさによって，ビ

ジネスとして成功している。Reader はKindleと同じ

ような読書専用デバイスであるが，アメリカにおける

SONYReaderは，Wi-Fi内蔵の通信機能が付いている

デイリーエディションが販売されていた。日本ではこ

の通信機能が付きのデイリーエディションが 2011 年

11月に発売される。この日本版は，電子書籍コンテン

ツの購入がReader Store，電子書籍配信のプラットフ

ォームはbooklista68である。 

電子書籍リーダーの販売と電子書籍サイトを運営

するリアル書店が，バーンズ＆ノーブル（Barnes & 

Noble）69である。バーンズ＆ノーブルは，書店として

米国で初めてテレビCM，初のベストセラー40%引き

などで売り上げを伸ばした全米 大の書店チェーンで

ある。Kindle発売の2年後にヌック（nook）70を発売

している。デジタル戦略として，2009 年 3 月にフィ

クションワイズを買収，同年7月，電子書籍サイトを

立ち上げ，無料アプリB&N eReaderをリリース，書

店内に無料無線 LAN を配備し，店内でヌックから電

子書籍をダウンロードできる環境を整えた。2009 年

10月，読書専用デバイスとしてヌックを販売した。バ

ーンズ＆ノーブルはリアル書店の強みを生かし，無線

LAN をはじめ，書店でさまざまな付加価値をつけな

がらヌックを販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカの電子書籍市場の拡大の可能性として，図

表4.1-1「米国電子書籍市場規模の推移」（出典：AAP

（The Association of American Publishers71）），図表

4.1-2「出版物のカテゴリー別の売り上げ規模」（出典：

『電子書籍ビジネス調査報告書2011』72）により読み

取れる。「米国電子書籍市場規模の推移」では，2009

年，2010年と全書籍売上高における電子書籍が占める

割合が，2 倍以上に増えてきている。それに比べて，

プリント版の書籍売上高は，少しずつ減少傾向にある。

「出版物のカテゴリー別の売り上げ規模」では，分類

別で，電子書籍が2010年の対前年比164.4%と大幅な

拡大傾向にある。電子書籍に次いで増えているのが，

オーディオブック（ダウンロード）の 38.8％である。

いわゆるオンラインで入手できる市場が拡大してきて

いる。アメリカは国土が広く，マーケットとしては，

身近に書店が存在しないケースが多いという事情から，

オンラインショッピングで購入できる電子書籍が，出

版マーケットの構図を塗り替える勢いになってきたと

考えられる。 

アマゾンは，2010年7月19日，同社の販売部数につ

いて，kindleによる電子書籍コンテンツが，紙の書籍

の販売部数を上回ったと公表73している。すなわち，

電子書籍販売市場は，全米において拡大していく可能

性が大きいと考えられる。 

  

図表4.1-1 米国電子書籍市場規模の推移 出典：AAP（The Association of American Publishers） 

  Actual Reported Sales 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trade Print 3,897.7 3,838.3 3,794.7 5,058.5 5,036.4 5,457.9 5,158.0 5,127.1 4,864.0 

Ebooks 2.1 6.0 9.3 16.0 25.2 31.7 61.3 169.5 441.3 

Total Trade 3,899.8 3,844.3 3,804.0 5,074.5 5,061.6 5,489.6 5,219.3 5,296.6 5,305.3 

ebook Share of Total 0.05% 0.16% 0.24% 0.32% 0.50% 0.58% 1.17% 3.20% 8.32% 

Millions of Dollars 
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4.2 アメリカにおける読書専用端末利用の動機分析 

 
紙媒体による読書についてニコラス・G・カーは，

出版流通の側面から，「本もデジタル・メディア革命に

巻き込まれずにはいれないであろう。デジタル生産・

分配の経済的利点―インクや紙を大量に購入せずに済

み，印刷代金もゼロ，トラックに重い箱を積んだりす

る必要もなく，返本も生じない―は，あらゆる点で，

他のメディア企業の場合同様，出版社や取次業者にと

っても抵抗しがたい魅力である。」74と言及している。

すなわち，紙媒体の読書は非常に快適なものであるが，

作り手の側から供給する経済性を考えた場合，デジタ

ル・メディアに移行していくことは，間違いないであ

ろうということである。さらに，読書専用端末の性能

も進化してきており，E Ink 社75開発の荷電粒子感応

フィルム，いわゆる電子ペーパー76によって，ほぼ紙

媒体と同じような目の疲れない読書環境を提供できる

ようになっている点も指摘している。電子書籍の利点

として，マーカーや書き込みも可能となってきている

点，単語などにリンクが張られていることにより，別

の著作等に飛んだり，SNSとして，ネット上で読書と

同時に電子書籍を通じてコミュニケーションを図れた

りという点などがある。それは，明らかに紙媒体の読

書とは異なり，あちらこちらにリンクで飛びながら，

別のものを読んだり，さらにツイッターなどでつぶや

いたりと，一つの電子書籍で，いろんなことをしなが

ら読書ができるわけである。このことをカーはジャグ

リングに例えている。彼はそのことが，われわれの脳

にもたらす影響に言及しようとしているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 日本型の水平分業型・合従連衡型と独立型のプラ

ットフォーム 

 
 一方，日本型のプラットフォームはどうであろうか。

日本の市場は，従来の紙媒体書籍の流通販売プラット

フォームである水平分業型を引きずった形での，合従

連衡型の電子書籍プラットフォームという形態をとっ

ている。日本における電子書籍取次77という新たなビ

ジネスモデルは，大手印刷会社が必要としたことから

生まれたものである。さらに，出版社，電子書籍販売

会社にとっても，コンテンツのデジタル化，売上管理

の作業軽減のために，電子書籍取次が必要な存在とさ

れた。電子書籍ビジネスモデルを展開するには，1989

年からDTP（Desktop publishing）に取り組み，オン

デマンド出版などを可能にしてきたデジタル化技術を

持ち，出版物のデジタルデータを持つ大手印刷会社が

電子書籍ビジネスモデルを展開する有利な条件を備え

ていたのである。そこで，コンテン 

ツのオーサリング，配信を代行する業者を立ち上げる

必要性が出てきた。すなわち，大手印刷会社が中心と

なり，通信会社，出版社，取次を取り込み，連携，分

業しながら，利益をそれぞれに配分するという共存方

法を選択した形78をとっていったのである。また，出

版社，大手書店が直接経営する電子書籍販売サイト79

も存在する。それらプラットフォームが，エンドユー

ザーの欲求からみた場合，満足を得られるかどうかは，

「配信のストアにおけるコンテンツの件数」「課金の方

式と金額」「アプリケーションの使いやすさ」というと

ころがポイントになるであろう。垂直統合型は，著作

図表4.1-2 出版物のカテゴリー別の売り上げ規模 

出典：『電子書籍ビジネス調査報告書2011』（インプレスR&D，2011，p.211）[出所：AAP（The Association of American 

Publishers）] 

売上金額単位：百万ドル 

分類 2010年度売上金額 前年度比 

成人向けハードカバー US$1,570.0 -5.1% 

成人向けペーパーバック US$1,380,0 -2.0% 

成人向け大衆書 US$673.5 -6.3% 

子供／青少年向け書籍 US$546.6 -5.7% 

オーディオブック（ダウンロード） US$81.9 38.8% 

オーディオブック（パッケージ） US$137.3 -6.3% 

電子書籍 US$441.3 164.4% 
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者にとっては印税率の面から，かなり魅力的なもので

あり，グーグル，アマゾン，アップルが日本の電子書

籍出版流通に本格参入した場合，多くは著作物の電子

化契約を出版社と正式に交わしていない著作者にとっ

て，電子書籍を出版契約する選択肢が増えることにな

る。果たして，どのプラットフォームを選択するかと

いうことについては，著作者が，そこに価値を見出す

かという点にある。著作者は日本型の出版社と編集者

との関係を，そう簡単には断ち切れないところもあり，

著者の利益にとって も良い方法を選択するため，様

子をうかがっているところであろう。 

 日本における独立型としては，電子書籍等のコンテ

ンツ販売に歴史があるボイジャー80が挙げられる。自

社開発のフォーマット「ドットブック（.book）」とビ

ューア「ティータイム（T-Time）」を使い，電子書籍

販売サイトの「理想書店」81を運営する。ボイジャー

の萩野は，1992年から電子書籍ビジネスに参入してい

る。1992年当時は「エキスパンドブック」といわれて

いたが，現在のように市場が開拓されておらず，電子

書籍の読者もほとんどいない状況であった。創業者た

ちが映画関係出身ということもあり，活字，音楽，映

像のコラボレーションを図ってきた。萩野は電子書籍

による可能性と出版社の役割について，「出版社はうま

く電子書籍を活用すべきです。忘れ去られているが，

しかし価値のあるもので，紙の本では世に出せなかっ

たものを電子書籍で出せる。たとえば絶版本ですよ。

それから埋もれてしまった作品を発掘したり。それは

本来出版社の大事な役割ではないですか。（中略）規格，

端末，ビューアなどで読める本の制限がある今の状況

はおかしい」82と述べている。誰でも読めるべき本で，

デバイスの環境等によって，規制があることに疑問を

呈している。また，絶版の書籍に関しては，クリス・

アンダーソン(Chris Anderson) によって提唱された，

いわゆるロングテール（The Long Tail）83のロングテ

ール部分にあたる絶版書籍を，電子にすれば検索可能

となり，ヒットすれば入手することができる。リアル

書店の本棚のようにブラウジングできないが，ベスト

セラーと同じようにフラットな状態で購入手続きがで

きる効果が期待されるのである。ボイジャーが

「T-Time」という独自のビューアを使いながらも，萩

野は，電子書籍の将来的な規格は，世界的に統一され

ていくであろうと考えている。 

 ボイジャーの他にも，1995年から運営している「電

子書店パピレス」84がある。和書約10万点，洋書約8

万点（2010 年現在）を揃えている。また，電子貸本

「Renta！」も運営している。 

 日本の電子書籍市場は，2010 年 3 月末時点（2009

年度）には約 574 億円（前年比 27.6％増）であり，

同年出版界の総売上額１兆9750億1310万円(同3.2%

減)，内訳は，書籍8830 億 8170 万円（同3,4%減），

雑誌1兆919億3140万円（同3,1%減）である85。出

版界の総売上額に占める電子書籍売上額の割合は

2.9%である。書籍売上額に占める電子書籍売上額の割

合は6.5%である。前述のアメリカにおける全書籍売上

高に占める電子書籍の売上高の割合は，2009 年が

3.20%，2010年が8.32%であり2009年だけを比べた

場合，日本の方が電子書籍の売上高割合は高くなって

いる。しかし，内容的には，日本の場合，携帯電話を

中心とした，コミックの売り上げが，652 億円中 492

億円と，市場規模の大半を占めている。コミックにつ

いて，図表4.3-1の2010年度統計で見ると，「ケータ

イ向け」86%，「PC 向け」52%，「新プラットフォー

ム向け」15%，となっており，依然，コミックが主流

であるが，「新プラットフォーム向け」が文芸・実用書

等に移ってきていることが伺える。アメリカがコミッ

ク以外で大幅に拡大しているのに比べると，コミック

以外の書籍の販売戦略は，やはり日本が出遅れた感は

否めない。 

 
図表4.3-1 市場規模の内訳 

出典：『電子書籍ビジネス調査報告書 2011』（イン

プレスR&D，2011，p.20） 

 2010年度 

市場規模 

（単位：億

円） 

シェ

ア 

ケータイ

向け 

コミック 492 86%

文芸・実用書等 45 8%

写真集 35 6%

小計 572

PC向け コミック 28 52%

文芸・実用書等 18 34%

写真集 8 14%

小計 53

新プラッ

トフォー

ム向け 

コミック 4 15%

文芸・実用書等 20 83%

写真集 1 3%

小計 24

合計 650
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5．電子書籍の利活用における日本政府の政

策的動向 

  
日本において電子書籍は，何度か今年こそ「電子書

籍元年」と言われたが，そのたびに失速してしまった

という経緯がある。一度目は1998 年，100 社余りが

寄り集まり，当時の通産省から補助金を受け，「電子書

籍コンソーシアム」86を立ち上げ，事業化しようとし

たが，2 年後解散した。二度目は，2002 年，様々な

電子書籍販売サイトが立ち上がり，携帯小説（または，

ケータイ小説とも表記）87も出てきた。三度目は2004 

年，ソニーが「リブリエ」，松下が「シグマブック」と

いう電子書籍専用リーダーを発売したが，2007 年に

撤退した。そして，2010年が4度目である。 

2009年には国立国会図書館の電子化事業によって，

2011年現在で蔵書90万点がデジタル化された。また，

2010年は，市場の刺激，海外からの影響を受けて，欧

米や韓国に比べて遅れていた国政レベルでの電子書籍

の流通に関わる会議である総務省，文部科学省，経済

産業省の副大臣・大臣政務官による共同懇談会として，

作家，出版社，通信事業者など関係者を招集した「デ

ジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の

推進に関する懇談会」88（以下通称：三省懇と記述）

が立ち上げられた。総務省は IT 戦略に基づくインフ

ラの整備，文部科学省は，デジタル・ネットワーク社

会の図書館のあり方と，デジタル教科書89に向けた環

境整備，さらに，文化庁と関連して著作権の環境整備，

経済産業省は，電子出版物の円滑な市場流通の整備を

主な目的としており，「知の拡大再生産」を共通理解と

して，連携を図ったのである。三省懇は，2010 年 6

月に報告書90を出している。その報告書は，電子出版

物の図書館での貸与について，先行的な米国の事例を

参考にしながら，「図書館が出版社等に一定の利用料を

支払う」「電子出版は，物理的な品切れや絶版はなくな

るため，図書館の役割がない」「一定期間経過後に電子

出版のデータを消去したり，貸与回数を制限したりと

いう技術的な仕組みを検討し，国立国会図書館による

電子出版の貸与が許容可能かどうか検討する必要があ

る」「つくり手，売り手側が主体的に提供できない電子

出版物に限って，図書館で貸与すべきである」などの

さまざまな考え方を認識した上で，「当該貸与を可能と

している出版物のつくり手，売り手側の要求条件や利

用者側の要求条件の在り方（アクセスエリアの制限，

新刊本の電子貸出禁止期間設定，ライセンス数の制限，

図書館と書店の棲み分け等）などを調査整理し，技術

的な裏付けを考えていくことは，我が国における図書

館による電子出版の貸与を考える上で有効と考えられ

る。このため，今後関係者により進められる図書館に

よる電子出版に係る公共サービスの具体的な運用方法

に係る検討に資するよう，米国等の先行事例の調査，

図書館や出版物のつくり手，売り手等の連携による必

要な実証実験の実施等を進め，こうした取組について

国が側面支援を行うことが適当である。」91としている。

そのことを受けて，この報告が示した課題に関して提

案を募集し，委託先を選定の上，プロジェクトを推進

するため，電子出版環境整備事業（新 ICT利活用サー

ビス創出支援事業）92が2010年8月27日より開始さ

れている。前述した鎌倉市における電子図書館プロジ

ェクトもその一環である。 

また，文化庁主催では，「電子書籍の流通と利用の

円滑化に関する検討会議」93も 14 回開催され，2011

年年12月21日に報告94を出している。 

欧米，中国，韓国では，世界的なクラウドコンピュ

ーティングの流れの中で，インフラの整備，情報流通

の整備，国民の IT 環境利用の整備という IT 戦略が

2008年ごろを中心に計画され，継続的に推進される中

で，日本政府の政策は継続性に欠けていた。そのこと

による情報流通への影響について考えてみる。 

 
5.1 日本の電子書籍流通に関わる IT戦略の停滞 

 
 アマゾンを皮切りに，大容量サーバーの大量の空き

容量を，仮想化技術によって，外部の利用者や企業な

どに，使った時間に応じて課金するシステムで，仮想

マシンとして提供するなどの新たなビジネスモデルが，

2006年ごろから始まった。クラウドコンピューティン

グによるビジネスモデル95である。クラウド型電子書

籍としては，2011年1月に，凸版印刷がインテルの協

力により，トッパングループ 株式会社ビットウェイの

子会社として，株式会社 BookLive を設立し，同年 2

月に「BookLive！」96をオープンした。デバイス環境

に応じたビューワーソフトBookLiveReaderをダウン

ロードし，購入した電子書籍は BookLive!が提供する

「My 書庫」で管理される。こうしたクラウド型の電

子書籍へのアクセスには，高速通信回線によるインフ

ラ整備が不可欠な要素となる。 

新しいネットワーク技術の進展に伴い，韓国の IT

戦略に始まり，米国，英国，フランスなどが，新たな
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IT 戦略を 2008 年ごろから打ち出してきた。日本は

2000 年ごろから光通信網の整備が進んでおり， 

e-Japan 戦略を早くに打ち出した。そして，高度情報

通信ネットワーク社会の形成に関し，基本理念及び施

策の策定に係る基本方針を定めるため，「高度情報通信

ネットワーク社会形成基本法（「IT基本法」）」97が2000

年11 月29 日に成立し，2001 年 1 月，内閣に「高度

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本

部）」98が設置された。しかし内実は，NTT などの民

間主導でブロードバンドによるデジタル・ネットワー

ク化が進んでいくこととなる。そして，2006 年 1 月

18日の「IT新改革戦略」99に取り組もうとしたが，そ

の後，短命内閣が続いた。この状況を関口和一は，「こ

の間，政府の IT戦略を担う IT担当の特命大臣の顔ぶ

れもころころと替わった。2000 年に始まった「IT 戦

略会議」時代から数えると，自民，民主両政権合わせ，

10年間で IT担当大臣が15人も替わった。（中略）頻

繁にトップが替われば，一貫した情報通信性政策など

採ることはできない。（中略）IT 戦略を推進する「IT

戦略本部」の求心力でさえも大幅に低下してしまった。」

100と指摘する。継続した IT 戦略が実施されないこと

で，その結果，諸外国の継続的な戦略に後れを取って

しまうこととなったのである。 

民主党が政権を握ってからは，日本における情報イ

ンフラ整備の戦略として，総務省がブロードバンドサ

ービス促進のため「光の道」構想の実現に向けた検討

を発表し，2009年10月から「グローバル時代におけ

る ICT政策に関するタスクフォース」でこの構想の実

現に向けた議論を進めてきた。そして，2010 年 5 月

18日に，『「光の道」構想実現に向けて－基本的方向性

－』101を打ち出した。その議論の中で，FTTH（Fiber 

To The Home）102の技術を想定し，2015年を目途に，

すべての世帯にブロードバンドサービス利用を実現さ

せることを盛り込んでいる。同年7月からこの構想に

ついて意見募集を開始し，同年 12 月 14 日に『「光の

道」構想に関する基本方針』103を発表したのである。

その間の状況としては，FTTH 契約数（図表 5.1-1）

は，年々増加しているが，増加率は次第に緩やかにな

ってきている傾向にある。 

2009 年夏に民主党政権が誕生し，原口総務大臣就

任とともに，次々と IT 戦略の足固めがなされ，政策

が進むかに思われたが，民主党の内閣も次々に替わり，

「光の道」構想は，政府主導ではなく，民間のタスク

フォースによって，牽引されていくことになるのであ

る。 

光通信網は整備されたものの，民間の「設備競争な

くして利用者利益なし」という考えをベースに，全世

帯のFTTH普及を目指すことになる。 

また，モバイル端末の普及のためには，移動通信シ

ステムの通信インフラ整備の拡大が必要である。例え

ば，大容量のブロードバンド通信を実現させたUQコ

ミュニケ―ションズによるWiMAX（ワイマックス，

Worldwide Interoperability for Microwave Access：

2.5GH帯利用）104や，公衆無線LAN（Wi-Fi（ワイフ

ァイ，wireless fidelity））105，イーモバイル106が提供

するPocketWi-Fiなどのどこでもインターネット通信

が可能な環境整備が，エンドユーザーのニーズを高め，

いわゆるプラットフォームやコンテンツ市場拡大のポ

イントとなると考えられる。 

これらの IT 戦略は，クラウドコンピューティング

に対応したインフラ整備となり，その進捗状況が，電

子書籍を含む，ネットワーク系コンテンツ市場の販売

流通にも大きく影響してくることになるのである。 

 
図表5.1-1 ブロードバンド契約数の推移 

（万契約） 

（年末） FTTH DSL CATV FWA BWA 合計 

平成16 243 1,333 290 3 0 1,869

17 463 1,448 325 2 0 2,238

18 793 1,424 357 1 0 2,574

19 1,133 1,313 383 1 0 2,830

20 1,442 1,160 408 1 0 3,012

21 1,721 1,013 430 1 7 3,172

22 1,977 859 568 1 53 3,459

出典：総務省『平成23年版 情報通信白書』1 

総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ

の公表（平成22年度第３四半期（12月末））」1により作成 

 
5.2 各国の国立図書館の蔵書デジタル化政策 

 
 一方，情報のデジタル化に関して，各国の国立図書

館の所蔵図書等のデジタル化に目を向けると，三省懇

の報告の中で示された図を表に変換したのが「各国出

版物デジタル化の状況」（図表5.2-1）107である。この

表は，2010年時点での事例であるため，この論考執筆

中の 2011 年 9 月時点では，例えば，すでに日本の国

立国会図書館の 90 万冊デジタル化は終了していると

か，他でも，さらに事業が進行している可能性がある。

この表から，EU，中国，アメリカではすでに1000万
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点を超える図書館等の蔵書をウェブ公開している。韓

国と日本は，著作権法の公衆送信権の縛りにより，ウ

ェブ公開は，パブリックドメインの資料のみに限られ

ている。すなわち，パブリックドメインにとどまらず，

著作権期限内ではあるが，ロングテール部分のウェブ

公開できるアーキテクチャを構築することが，知の流

通（知のエコシステム）のためには，重要な政策課題

なのである。 

図表：5.2-1 

各国出版物デジタル化の状況 

出典：「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活

用の推進に関する懇談会 報告」p11，図13より表に変換。

EU  ヨーロピアナ（EU版オンライン図書館）

において，EU 各加盟各国の図書館，博

物館，文書館等100以上の機関が参加し，

各機関でデジタル化した資料600万点を

ウェブ公開。1,000 万点の公開を目指し

ている。 

フランス  フランス国立図書館において，98万件の

デジタル化データをウェブ公開（内40万

件はテキスト化）。 

ドイツ  ドイツ国立図書館において，著作権消滅

の資料を中心にデジタル化 

 著作権保護期間中の資料のデジタル化に

ついて調査。 

 2010 年にドイツデジタル図書館のプロ

トタイプを公開予定。 

中国  中国国家図書館において，デジタル化資

料72万冊をウェブ公開し，約1000万冊

をLANで提供。 

 対象資料には，現代の中国語資料の他，

音声データ，学術講座，展示なども含ま

れる。 

日本  国立国会図書館において，デジタル化し

た明治・大正期の国内刊行図書15万冊を

ウェブ公開。約90万冊のデジタル化を予

定。 

 

 

韓国  韓国国立中央図書館において，所蔵資料

38万冊，1億ページをデジタル化し，ウ

ェブ提供している。（うち，17万冊，5300

万ページについては著作権保護期間内に

あるため，図書館の専用端末でのみ提

供）。 

アメリカ  米国議会図書館において，所蔵資料（総

計1 億4,000 万点）のうち，米国の「歴

史資料」をデジタル化・ウェブ公開。文

書，写真，動画，音声録音等，1,500 万

点をデジタル化済み。 

 Google社はGoogleブックサーチにより，

700万冊の出版物をデジタル化。 

 
5.3 電子書籍の規格フォーマットの問題 

 
 電子書籍市場が乱立している日本では，独自のフォ

ーマットと DRM 処理によって，デバイスが違えば，

読めないというケースが一般的である。さらに，前章

でも述べたように，日本では，10代の若者層を中心に，

いわゆるガラパゴス化した携帯電話による，コミック

のコンテンツ配信のビジネスモデルが，早くから電子

コンテンツ市場を牽引してきた感がある。各配信会社，

通信，コンテンツ作成の会社がそれぞれ分業連携し，

課金は通信費から天引きされる仕組みの日本に比べ，

アメリカ型では，携帯市場も垂直統合型であり，携帯

電話の機器，通信，アプリ販売まで一つの企業によっ

て契約がなされることになっている。日米での携帯電

話ビジネスモデルを比較した場合，10代の若年層には，

通信会社の通信費（使い放題の定額制が普及している）

から支払われる方式の方が，使いやすい。このプラッ

トフォームが，電子コミックの市場を拡大した要因で

あると考えられる。ただし，コンテンツの規格はやは

り統一されておらず，それぞれに互換性はないという

問題点が残されている。 

規格としては，EPUB（Electronic PUBlication）

は，国際電子出版フォーラム(International Digital 

Publishing Forum, IDPF108)が普及促進しているフォ

ーマットの規格で，デファクトスタンダード（de facto 

standard）であり，デジュレスタンダード（de jure 

standard）109ではないが，世界的に電子書籍市場のフ

ォーマットは EPUB に収束しつつあり，標準規格と

なりつつある。2011年5月には，EPUB3.0110の規格

により，日本語縦書き対応が可能となった。アップル，

アマゾン，グーグルはすでにEPUB3.0 に対応してお

り，日本でも，大手電子書籍販売会社がこれを採用す

ることで，市場の規格は EPUB へと流れていくであ

ろうと考えられている。これは，市場の主導で，国家

的な電子書籍規格の動向が決まるという意味を持って

おり，それに収束していく結果が予測されるのである。

しかし，EPUB の中身は，ウエブページである 
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XHTML（Extensible HyperText Markup Language）

とCSS（Cascading Style Sheets）であり，それに目

次データとメタデータを合わせてZIPで圧縮したもの

である。2010年からは，次世代の出版コンテンツの模

索が始まっている。それは，いわゆる「リッチ・メデ

ィア」のコンテンツの実現であり， HTML5 形式を

使った電子書籍である。基本的に，Webブラウザを搭

載したデバイスに対応できる。EPUB3 はこの

HTML5 を使うのであるが，「リッチ・メディア」化

によって，HTML5の電子書籍へと移行することが考

えられる。これは電子書籍という形態にこだわらずに，

サウンドも動画も融合した，新たなコンテンツへと進

化していくと予測される。 

日本の政策は，ファイル形式の違いが，電子書籍の

流通の阻害要因と考え，ドットブックなど様々な電子

書籍フォーマットに互換性を持たせるため，中間フォ

ーマットの開発を模索しているが，情報コンテンツの

世界は，それとは別に次世代のファイル形式へと進ん

でいるのである。 

 
5.4 電子書籍流通に関する会議での利害調整の問題

点 

 
出版流通対策協議会は，「電子書籍の流通と利用の円

滑化に関する検討会議（第 11 回）」（2011 年 8 月 26

日開催）に向け，出版者の権利について権利付与を求

める要望書111を出している。この内容は，出版販売に

対しても出版社に，演奏や実演と同じように著作隣接

権112を認めてほしいということである。電子出版に対

して，著作隣接権という権利を出版社に与えるべきか，

また与えるのであればどのような権利内容にするのか

という問題まで言及しなければならない。これは，出

版社が電子書籍の出版に際して，著者が自費出版した

り，あるいはグーグルやアマゾンから出版したりとい

う，いわゆる中抜きによるリスクを回避することと，

電子書籍の違法複製行為，いわゆる海賊版の防止が目

的と見られている。後者の権利は著作隣接権付与によ

って多少強化されるにとどまるが，前者は，著者との

利害対立と，出版社による囲い込みの問題が内包され

ており，電子書籍の出版流通に支障を及ぼす可能性も

あると考えられる。 

 

6．現行著作権法における電子化資料の公衆

送信権の問題 

 
 現行著作権法が改正され，施行されたのが2010年1

月である113。改正の目的の大きな柱は，「①インター

ネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための

措置」，「②違法な著作物の流通抑止」，「③障害者の情

報利用の機会の確保」114の3点であった。この著作権

法改正の目的の一つに，将来的な利活用を見込んだ国

立国会図書館における蔵書の電子化による資料保存事

業があり，これは，関西館建築構想からの課題となっ

ていた。ここではそれに伴う電子化資料の公衆送信権

の課題を取り上げる。 

 
6.1 国立国会図書館電子化資料の ILL 利活用の著作

権法上の問題 

 
前述のように 2009 年には，国立国会図書館の資料

電子化115事業に，補正予算が約 126 億円措置された。

それまでの10年間で合計約14億円の予算に比べると，

その規模の大きさが伺える。それに伴い，著作権法の

改正措置もされ，国立国会図書館の蔵書は著作権者の

許諾がなくても，電子化できるということになった116。

しかし，その電子化された資料は，国立国会図書館の

館内での閲覧のみという制限的な利用しかできない。

これは，公衆送信権が，著者の権利として，著作権の

制限条項になっていないからである。従って，東日本

大震災の被災者支援の特別な場合のように特別な措置

117を取らない限り，他の公共図書館等への送信が可能

とはならない。公共図書館において国立国会図書館の

電磁的資料を ILLで提供を受ける場合，この著作権法

の枠の中で考えられたのが，現物保存の観点から，電

子化された資料を紙媒体に複写しなおし，複写物を申

し込んだ公共図書館の館内閲覧に供するという極めて

本末転倒な方法118である。しかし，国立国会図書館の

資料について，公共施設への公衆送信を可能とすれば，

この問題は解決できる。この場合，例えば，公共図書

館から国立国会図書館のデータベースサーバにアクセ

スし，認証システムによって閲覧できるようにするの

である。ただし，コンテンツにはDRM処理がされて

いて，提供施設のサーバー内に複製できないという条

件を満たす必要がある。 

しかし，その条件をクリアしたとしても，著作権関

係団体の批判が出るということも考えられる。特にこ

の電子化された資料の著作権者の制限条項の拡大は，
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強い反発が予想されるのである。 

 
6.2 現行著作権法の改正案提示と今後の展望 

 
 「知の拡大再生産」を目的として，国立国会図書館

の電子化資料を，広く国民が利活用するためには，身

近な公共図書館で，閲覧可能とする必要がある。その

ためには，著作権法第31条の項目に，「国立国会図書

館の電磁的記録は，著作権保護処理済みのものを，図

書館法で定められた地方公共団体等による条例定置の

公立図書館の館内閲覧用電磁媒体への公衆送信をする

ことができる。」という旨の条項を追加する必要がある。 

 さらに今後は，前述の長尾構想のような，国立国会

図書館の電子化資料を，NDL ホームページから，何

らかの方法（アクセス権取得等によって）各家庭で利

活用できるプラットフォームを模索しなければならな

いであろう。そのためには，著作権者や出版社との利

害対立を調整する必要も生じてくると考えられる。 

 

7．公共図書館における電子書籍提供サービ

ス 

 
公共図書館の電子書籍貸出サービスについては，堺

市立図書館における事例を取り上げた。また，国立国

会図書館では，資料のデジタル化によって，その活用

が議論の対象となり，長尾館長による私案である長尾

構想を検証してきた。さらに，電子書籍マーケットの

現状を概観し， 後は日本の電子書籍流通に関わる国

家施策の動向の課題と問題点を検証した。それらを総

合的に判断し，公共図書館における電子書籍の利活用

のモデルを考えていきたい。 

糸賀は，「コンテンツ強化専門調査会（第5回）」119

（資料2－6）の中で，「Contents（ 新刊は市場に任

せる，図書館は絶版・品切れの良質出版文化を支える）

Cost（経費を誰がいくらで負担するのか。電子書籍は

外部サーバーに蓄積されたデータにアクセスする限り

「図書館資料」（図書館法第3条）とは言えないから，

「無料原則」（図書館法第17条）が適用されないと解

釈できる）Copyright（電子書籍は「貸出し」といっ

ても，「貸与」（著作権法第38条4項）ではなく，「公

衆送信」（同第23条）に該当するから権利者の許諾が

必要）」120の3つのCが図書館での電子書籍の提供につ

いて，課題であるとしている。すなわち，この課題克

服と関係者の理解とコンセンサスを得ることにより，

公共図書館での電子書籍利活用が可能であると考えて

いる。では，問題点の整理とその解決方法から，モデ

ルを考えていくことにする。 

 
7.1 国立国会図書館のデジタル化資料の公衆送信の

可能性 

 
 国立国会図書館において，実施された蔵書の大規模

デジタル化事業によって，2011年9月現在は，国立国

会図書館の館内でのみ閲覧可能となっている。館内で

の閲覧が可能ということは，送信可能化権はクリアし

たが，前述でも触れた，著作権の公衆送信権の問題が

存在しているのである。この国立国会図書館のデジタ

ル資料を公共図書館のインターネット端末で利用でき

るためには，著作権法第 23 条の改正が必要である。

それは，糸賀の指摘した3つめのCである。法的な整

備と同時に，全公共図書館にインターネット端末を設

置し，ブロードバンド接続などの自治体インフラの整

備も必要である。その施策が抜けてしまうと，自治体

によって情報格差（digital divide）が生じてしまいう

ことになる。この格差が意味するところは，知識供与

の格差である。 

 
7.2 電子書籍の行方と次世代構図 

 
 電子書籍は，文字情報だけではなく，音楽，画像，

動画を融合することが可能である。その例が，「Alice in 

wonder land iPad」121であり，「歌うクジラ」電子版122

であり，「死ねばいいのに」123である。 

 さらに，HTML5の登場が，次世代の電子書籍のフ

ォーマットを変えていく可能性がある。ファイル形式

が PDF や XML，EPUB などで，本をめくるような

ユーザインターフェースで読むものが，電子書籍であ

るというイメージになっているが，HTML5によって，

情報コンテンツは様変わりしてしまう。文字と映像と

音の世界が一つのコンテンツの中で，融合し，それを，

iphone やスマートフォンで見たり聞いたりすること

が普及してくるのではないかと考えられる。公共図書

館は，そうした，文字や画像情報でけではないコンテ

ンツを，電子書籍として，どのような形で提供するの

かということが問われることになる。公共図書館では，

タブレット型のデバイスを貸出することになり，テキ

ストであり，映像であり，音楽であり，さらに様々な

リンクが張られているという，そのすべてによるコン
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テンツを扱うことになるのではないだろうか。 

 
7.3 公共図書館の電子書籍利活用 

 
公共図書館において電子書籍を提供するシステムを

考えるに当たって，構造的な，公共図書館の役割につ

いて押さえておかないといけない。日本で発行された

資料のほとんどは，国立国会図書館が所蔵しており，

行政が発行した資料（①国立国会図書館行政・司法各

部門支部図書館による収集の問題，②Webベースの資

料のアーカイブの課題がある。）も大部分はそこにある。

そこでデジタル化事業によって，デジタル化した資料

は，ウェブサーバーに乗せてしまえば，いつでも各世

帯からアクセスが可能となり，アクセスそのものに一

定の規制をかけない限り，基本的にインターネットか

ら，自由に閲覧ができる。それが現状で簡単にできな

い理由は，電子書籍やデジタル資料が，大きなマーケ

ットを抱えているビジネスモデルとなるからである。

いわゆる知識のマーケットと言ってもよい。ただし，

すべてがマーケットの利益に直結するものではない。

前述した，ロングテールのほとんどの部分は，すでに

その役目を果たし，知の保存と無料の利用に耐えうる

ものである。ロングテールのヘッド部分は，インター

ネットで無料提供すれば，出版ビジネスの知の創出部

分，出版流通部分が経済的に立ち行かなくなる可能性

がある。 

公共図書館で電子書籍利活用の基本的なアーキテク

チャを，セグメント化した課題と解決策で考えてみた

い。 

 
＜利用者側から見た要求と課題＞ 

① 電子書籍として通読したい読者層は，携帯端末

（iphoneやスマートフォン）またはタブレット型

端末か読書専用端末で，読みたいという傾向があ

る。 

② オンライン資料は，無料，あるいは千円以下の小

額で利用されるべきものという意識がある。アン

ケート調査でもメリットとしてあったように，公

共図書館での無料閲覧を希望している。 

③ 学術系資料の利用者は，オンライン資料が全文検

索でき，さらに，必要な部分のダウンロードがで

きる環境が必要である。 

 
 ＜利用者側から見た課題に対応する図書館での提供

環境＞ 

公共図書館において，電子書籍へリモートアクセス

した場合，デバイスはPC ではなく，タブレット端末

を貸し出す必要がある。また，オンライン資料を紙の

書籍に比べ，小額での利用を市場では求めているため，

公共図書館の閲覧は無料公開する必要があるが，各家

庭のPC への配信については，非来館でも簡単に閲覧

できるということから，利用者に費用負担を求め，小

額の課金方法をとり，権利者に還元できる仕組みを構

築する。ただし，その課金方法は，ベンダーと図書館

の契約方法によって違ってくるし，国立国会図書館の

デジタル資料の利用についても違う方法を図るべきで

ある。学術系のデジタル資料は，学術の知の拡大再生

産の必要性から，PC による閲覧とそこから複写（紙

によるプリントアウトかファイルのダウンロード）で

きる環境を提供する。ここで，学術系のオープンアク

セス資料については権利者側の許諾の意思表示方法を

システム化することで，営利目的のデジタル資料と区

別する。 

 
＜ベンダーによる図書館向けプラットフォームにおけ

る課題＞ 

① ベンダーによる図書館向けプラットフォームで

は，著者・出版社と図書館の間にコンテンツ制作

部門の会社，コンテンツ管理と配信管理をする取

次会社，エンドユーザーの窓口となる営業部門の

会社による水平分業の形態をとる。その中で，図

書館が提供できるコンテンツは著作権処理が必

要となり，コンテンツ数が増えにくい傾向にある。 

② 電子書籍へのアクセスはASP によるクラウドコ

ンピューティングによるため，サーバー間の認証

システム連携が必要である。 

③ ライセンス契約であるため，ベンダーの契約継続

の必要性がある。 

④ 公共図書館で貸出提供できるコンテンツは主題

分野が限定的であり，著作権処理のため定価が高

額である。 

 
＜ベンダーによる図書館向けプラットフォームによる

運用＞ 

各課題を総合的に判断して解決策を考えてみたい。 

図書館で提供する電子書籍の著作権処理のためには，

権利者側へのインセンティブとなる課金還元方式が必

要である。課金はコンテンツへのアクセスに対する従

量課金制か，定額契約による方法が考えられる。これ

は個別のコンテンツアクセス権の買い取りによる方法
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とは別になる。すなわち，各大学等でとっている電子

ジャーナルの契約方法と同じ形態となるが，電子書籍

の場合，館内での利用ではなく，個人の端末への認証

システムによる配信が必要となる。これは，図書館の

webサーバーへのアクセスを経由して，ベンダーのコ

ンテンツサーバーにアクセスする方法を採ることにな

る。コンテンツには，一般市場流通価格に著作権者へ

の権利処理に関わる金額が加算されるため，コンテン

ツ価格は市場価格よりも高くなる。この電子ジャーナ

ルと同じような契約方法には，ビッグディールの問題，

これは，値引きを見込んだ一括契約というパッケージ

契約であり，必要タイトルだけを買うわけではないの

で，毎年値上がりをして，その金額を払い続けなけれ

ばならないという価格高騰による問題が発生する。ア

メリカの大学などは，この契約をやめるところも多く

なってきている。各自治体の契約方法としては，予算

枠があるため，従量課金制をとりにくいであろう。し

たがって，定額契約をとることになる。また，タイト

ルを保持するための継続契約を採らざるを得なくなる

ベンダー依存の問題もある。さらに，図書館がベンダ

ー提供のコンテンツの窓口になることについて北は，

「学術情報が急速にデジタル化していく今日において，

図書館がデータベース・ベンダーやディストリビュー

タに対する組織の契約窓口に留まるなら，図書館のこ

の方面に対する役割は縮小していく。図書館は付加価

値のある役割を求められる。」124と指摘する。 

電子書籍の契約として，こうした課金制による方法

を採った場合の利点として，提供タイトル数が増える

可能性がある。電子書籍は電子ジャーナルと違い，パ

ッケージ契約を採る方法の場合，図書館による選書の

過程をパッケージの中に反映させることも必要である。 

この民間のベンダーによる電子書籍提供システムに

は二つの方法が考えられる。一つは，ベンダーが著作

権処理した図書館提供可能コンテンツを，購入ととも

に図書館のサーバーにダウンロードし，図書館サーバ

ーを通して，貸出提供する方法である。この方法を採

った場合，保存のためのミラーサーバーが必要，マイ

グレーションによる保存を考えなければならないこと

と，図書館提供のコンテンツが，個別の著作権処理の

必要があり，コンテンツが増えていかない可能性があ

る。二つ目は，ベンダーのサーバーに保存されたコン

テンツのアクセス権を購入する方法である。この場合，

図書館ホームページがユーザインタフェースの窓口と

なり，図書館による選書を反映させた，複数のベンダ

ー契約による従量課金制の方法（ただし，予算枠から

超過した金額は，利用者負担を図る。）をとることが考

えられる。この方法による民間のベンダー契約が，電

子書籍の提供として，現実的には持続可能な方法と考

えられる。この営利目的のデジタル資料の提供以外に，

現在もベンダーがサービス提供している公共図書館所

蔵の地域資料等のデジタル化とそのネットワーク配信

については，これまでほとんどの公共図書館で，懸案

となっていた事業であるため，利用価値があり，推進

していくべきものである。 

 
＜国立国会図書館の電子化資料を公共図書館で活用す

るための課題＞ 

① 国立国会図書館の電子化資料を公共図書館で閲

覧できるようにするためには公衆送信権に関わ

る著作権法改正が必要であり，その動きがある。

法改正されれば，公共図書館での閲覧が可能とな

る。利用者への直接送信は，出版流通の経済的側

面から，課金制にする方法が有効である。 

② 電子化資料は，電子納本制度により収集していか

なければならない，そのための法整備が必要であ

るが，納本制度審議会において，電子納本制度に

ついて実現の方向で審議中である。納本された電

子資料は，統一的なファイル変換後，資料の属性

（例えば，一般的なベストセラーに属するもの，

学術情報のためオープンアクセスが望ましいも

のなど，概念的な線引きが非常に難しいという課

題がある。）に応じて，すぐに公共図書館に送信

できるものと，一定期間経済的影響がなくなるま

での間，送信規制するものに分ける必要がある。 

③ 資料電子化についてファイル形式や，保存方法の

問題など，国立国会図書館の電子図書館政策の課

題を解決していくことが必要である。さらに，国

立国会図書館の電子化資料の全文検索化が望ま

れる。また，ファイル形式は進化しており，市場

主導で進んでいくことは避けられない。対処法と

してのファイル変換を可能とする中間フォーマ

ットの検討が急がれるが，EPUB にデジュレス

タンダードの動きがあり，国立国会図書館の資料

も早急にフォーマットの検討をし，実施に移す方

向を探るべきである。 

 
＜国立国会図書館の電子化資料を公共図書館で活用す

るための運用＞ 

 「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」

（第 12 回）125において出された案件のパブリックコ
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メント126が実施され，「『デジタル・ネットワーク社会

における図書館と公共サービスのあり方に関する事項』

に係るまとめ（平成23年9月）127に対する結果概要」

として結果がまとめられた。その中で出された意見と

して，概ね，社団法人日本書籍出版協会と一般社団法

人日本映像ソフト協会の意見は，デジタル資料の公共

図書館等への送信について，「慎重に検討すべき」とい

うスタンスである。それ以外の意見は，「早急に公衆送

信に対応すべき」という意見であった。このパブリッ

クコメントからも，権利者側の意見と図書館側の意見

との利害対立が伺える。この利害調整は，図書館等に

おけるデジタル資料提供について，権利者側にインセ

ンティブを与える方法をとる以外にない。そのため，

非営利による著作権処理団体を設立し，そこに課金還

元の手続きを一括処理するシステムを構築する。 

 
＜課題と解決策のまとめ＞ 

これまでの考察から，国立国会図書館の電子化資料

を公共図書館において活用すること，また，その方法

を考察することが，公共図書館の電子書籍提供モデル

の基本的スタンスとなる。したがって，国立国会図書

館における電子化資料は，著作権法改正によって，公

共図書館（政令128で定める施設として規定する）の館

内において，閲覧を可能とすること。ただし，一般利

用者向けにＷｅｂ公開するためには，新刊発行後，法

定納本の電子化資料管理団体またはセクション等（電

子納本による ILLのコントロール，管理する団体が別

途必要になってくると考える。）によって，一定期間の

送信制限期間を設け（この制限期間を設ける資料は，

あくまで経済的損失が発生するであろうと考えられる

ものに限定する必要がある。一定の送信制限期間は，

どれぐらいが適当と考えるべきか，一つの参考的なも

のとして，「図表：7.3-1 電子書籍の発売を待てる期

間」を見ると，「好きな著者の電子書籍が発売される場

合，紙の書籍の発売日からどのくらいの遅れまでなら，

電子書籍を待って購入するか。」という設問に対する回

答の数値であるが，「半年以上待ってでも電子書籍を購

入する」という人の割合が5.8%と非常に低くなってお

り，この半年という期間が権利者の経済的損失にほと

んど影響しないポイントになるのではないかと考えら

れる。現行の著作権法では，著者の死後 50 年後にパ

ブリックドメインとなるが，電子書籍を図書館で提供

するためには，その公衆送信権について，もっと短期

間の法的な例外的措置が必要であろう。），それを過ぎ

れば，Ｗｅｂ上で一駅交通費並みの課金により閲覧可

能とする方法を考える。収入金は著作権を持っている

ところに還元する。 

ここは長尾構想と同じになるが，外部サーバーへのア

クセスに無料の原則は適用されないといっても，理念

的には，図書館資料の閲覧と同じと考えられるため，

取次的な流通センターに課金収入処理等を任せた方が

効率的である。ただし，ロングテール部分の絶版資料

とそれに相当する資料（この基準の判断を，公的な機

関がするとなると，基準の設定と異議申し立ての調停

手続き上の規定が必要となるため，非常に困難である。

そのため，権利者側が，非営利等の意思表示をする仕

組みを考えるという方法もある。）については，無料で

公開すること。この無料公開の理念として，日本版フ

ェアユースの法的整備の動き129があるが，大陸法系の

個別のケースについて，条文で規定する日本の著作権

法において，英米法系の慣習法，第一次的法源が判例

という法体系であるフェアユースの概念を組み込むこ

とは困難である。そのため，現行法体系を維持しなが

ら，私法を個別に規定していく方向性で，新たな著作

権法改正を組み立てる道を選ぶべきである。こうした

著作権の法的な枠組みの中ではなく，別の方法として，

権利者側から著作権のライセンスを規定しようとした

のが，クリエイティブ・コモンズ（Creative Commons）
130である。 

 
図表：7.3-1 電子書籍の発売を待てる期間 

設問：「好きな著者の電子書籍が発売される場合，紙の

書籍の発売日からどのくらいの遅れまでなら，電子書

籍を待って購入するか。」 

n=725 
出典：『電子書籍ビジネス調査報告書2011』（インプレ

スR&D，2011，p.411） 
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7.4 クリエイティブ・コモンズの可能性 

 
 前章の課題でまとめたシステムの具体案を考えるに

あたって，クリエイティブ・コモンズ（Creative 

Commons，以下：「CC」と記述）による可能性を考

察してみたい。CC は，ローレンス・レッシグ

（Lawrence Lessig）が創始者であり，情報を共有す

るためのハードルとなる知的財産法や著作権法におけ

る法的な問題を，クリアするためのプロジェクトであ

る。CC では，クリエイティブ・コモンズ・ライセン

ス（以下：「CCライセンス」と記述）といわれる，All 

rights reservedとpublic domainの中間的な存在であ

るSome rights reservedを規定している。 

 CC・ライセンスはCreativeCommonsJapan ホーム

ページ「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは

（CCライセンスの種類）」131に規定の一覧が掲載され

ている。 

このCCライセンスは，「コモンズ証」「ライセンス」

「メタデータ」の 3 つの要素からなっている。「コモ

ンズ証」は説明文である。「ライセンス」は，国によっ

て違う著作権法において，法律専門家による各国の法

律に合うように記述された条項である。「メタデータ」

は，コンテンツに付随する，その説明的な情報である。

メタデータによって検索が可能となり，CC ライセン

スの情報もそれによって認識できるのである。 

ただし，このCCの提唱する著作権者の意思表示は，

非営利のものには有効に作用するが，営利目的のもの

には，別途許諾が必要となってくることが課題である。

したがって，CC がもたらす効果としては，概ね非営

利の著作物については許諾を事前に回避しているため，

その共有にあたっては，時間的に短縮されるというこ

とが考えられる。この非営利のカテゴリーに入るもの

は，前述の一定期間の配信制限をする必要があるとし

た「経済的損失が発生するであろうと考えられるもの」

から除外されることになり，時間的な制約がなく利用

でできるという可能性が出てくるのである。 

このプロジェクトあるいはその仕組みを，図書館に

おける電子書籍提供システムの中に組み込むためには，

CC による共有化を期待することができない営利目的

の電子書籍流通システムについて，別途検証し，新た

なシステム構築が必要である。 

 

8. 公貸権制度導入による可能性 

 

 先にも述べたとおり，公貸権132は，著作者が持つ貸

与権133の権利制限によって被る損害に対して，著作権

者に報酬請求権を与え，政府または公共機関等がその

補償金を支払うという制度である。主にヨーロッパを

中心にこの公貸権制度がとられている134。また，公貸

権に依拠せず，著作権法によって報酬請求権を認めて

いる国もある135。これまでの考察から，電子書籍の図

書館での提供については，著作権者へのインセンティ

ブが必要であると考えられるが，そのインセンティブ

の一つの方法として，貸与によって著作権者の被る損

害を，補償金によって補填する制度である公貸権の導

入を取り上げたい。電子書籍は，公共図書館からの公

衆送信が貸与にあたる。公貸権導入によって，無料の

原則を維持しながら，電子書籍を公共図書館で貸与す

る選択肢について考察してみたい。 

 
8.1 公貸権制度の特徴と導入のための前提条件 

 
公貸権は排他的な権利ではなく，あくまで報酬請求

権である。その点が著作権法と違う点であり，著作権

の権利制限による公共図書館での貸出に対して，貸与

権の権利主張をできるものではない。貸与に関わって，

電子書籍における公共図書館での貸出（公衆送信）を

著作権の権利制限にするという前提があれば，権利者

は，それに対して補償金請求ができるのである。国ま

たは自治体が費用負担と権利者への還元をする仕組み

の公貸権制度の導入までには，ヨーロッパ諸国で 20

年から 90 年を要しているため，かなりの調整が必要

なことが伺える。算出方法として，イギリス式のサン

プル図書館の貸出数を基にする方法と，フィンランド，

ノルウェーなどの図書館の蔵書数に基づく方法とに分

かれている。予算は，ほとんどの国で国が負担してお

り，ドイツ，オランダは図書館の設立母体，オースト

リアは地方自治体が負担している。公貸権の制度的な

ことを考えれば，一律国家的な枠組みを作った方が，

地方自治体の負担軽減にもなり，各自治体間の格差も

なくなると考えられる。 

 
8.2 電子書籍の貸与に公貸権制度を導入した場合の

問題点 

  
公貸権制度の導入について，国際図書館連盟

（International Federation of Library Associations 

and Institutions：以下 IFLAと記述）著作権等法的問

題委員会（Committee on Copyright and other Legal 
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Matters：以下CLMと記述）は，2005年4月に一定

の見解を表明している136。それによると，「(1)公衆へ

の著作物の貸与は文化と教育に欠かせないことから，

誰もが自由に無料で 利用できる公衆に開かれた図書

館サービスを危うくするような貸与権（lending right）

の原則には賛成しない，(2)公貸権は文化への報償制度

であり，また著作者の経済的・社会的な支援制度であ

って，その財源を図書館予算から拠出したり，図書館

利用者の負担としてはならない，との見解を表明して

いる。また，(a)公貸権制度の費用は，国・自治体が図

書館予算とは別途に措置 すべきこと，(b)基礎的な公

共サービスを犠牲にしないと公貸権制度の費用をまか

なえない発展途上国では，貸与権を認めるべきでない

こと，(c)公貸権を 導入する場合には，文化支援の枠

組み，あるいは著作権法とは別の法制度のもとで著作

者が補償を受ける権利とすべきこと，また図書館員を

含むすべての利害関 係者の緊密な協力のもとで法制

化すべきこと等を勧告している。」137というものであ

る。 

この当時は，紙資料での図書館資料を想定しており，

図書館での電子書籍提供における著作権法上の問題ま

で踏み込んでいない。そのため，IFRACLMは，図書

館資料提供についての無料の原則を崩しかねない公貸

権導入に懸念を示しており，補償金の費用については，

図書館予算ではなく，国家または自治体が負担するこ

とを主張している。また，著作権法とは別の法制度で

運用すべきともしている。そうしてみると，ドイツ，

オーストリア，オランダなどの著作権法の枠組みの中

で，実施している国の場合，この表明と矛盾している

のである。日本は，こうした公貸権の法制度はなく，

著作権法第26条の頒布権により，著作権法第38条5

において，映画の複製物の貸与について，補償金制度

138が存在するのみである。 

ヨーロッパにおける公貸権制度の管理機関としては，

基金の管理運営団体によるところが多い。イギリスで

は，報酬の受領は，登録申請日に欧州経済地域内に居

住する著作者としており，財産権として譲渡及び相続

が可能であるとしている。電子書籍の公共図書館での

貸与を考えた場合，このイギリス方式の公貸権139の導

入が現実的には基本となるであろう。この制度は，登

録制であるため，著作権者は管理機構となる団体及び

所属する著作権者団体に届け出る必要があり，それが

ない場合は，法的な適用を受けない。費用の負担は利

用者に及ぶことがないため，図書館資料利用に際して

の無料の原則は維持される。ただし，なし崩し的に電

子書籍以外に適用される可能性もあり，そうなると財

政的な負担が大きくなってしまい，知の拡大再生産に

支障をきたすことも考えられる。さらに，この制度は，

導入までの準備に数十年というかなりの年数が必要で

あること140と，基金のための予算的な措置，著作権法

の改正，管理機関の設立，対象図書館，対象資料など

の適用範囲を規定しなければならず，非常に複雑な仕

組みの構築は必至なのである。その準備の間に，前章

で論証したように電子書籍市場規模は確実に拡大して

いくであろうし，この制度を電子書籍に限定して適用

するのであれば，法的措置の準備が急がれる。 

公貸権制度を，長尾構想に替わるものとして捉えた

場合，市場の電子書籍を公共図書館で所蔵することの

可能な仕組みが出来上がるが，クラウド上での閲覧，

すなわちアクセス権の購入ということが前提となると，

この仕組み自体が崩れてしまう。また，社団法人日本

文芸家協会が2002年6月6日に「図書館による無償

の図書貸し出しによる著作者の経済的損失への補償制

度としての公貸権実現と国家基金設立」を文部科学省

と文化庁に要望したときの内容のように，新刊本の貸

与を一定期間猶予するということを考えた場合，CC

との組み合わせによる方法をとることにより，貸与の

一定期間猶予不要の著作物は，迅速に提供できるとい

う可能性も出てくるのである。 

公貸権制度は，著作権のうち，著作者固有の権利で

ある著作者人格権141を制限する可能性がある。そのた

め，この制度を導入した国は，登録制を採っている。

登録することにより，経済的な補助を受けられる代わ

り，貸与に関して一定著作権の制限を受けるという著

作権者側から見たデメリットがある。そのため，非登

録の場合は，現行著作権法の電磁的資料における権利

は守られることになる。著作権者に，公貸権制度にお

ける登録の選択権があるということは，この制度によ

り，貸与による知の円滑な流通を図ろうとしたときの，

権利者へインセンティブから期待できる効果を得るた

めには，現行の著作権法の権利制限の改正も同時に実

施する必要がある。さらに，CC との組み合わせを考

えた場合，公共図書館での貸与のための有効な方法と

なるためには，電子書籍出版における出版社との契約

段階で，著作権者の意思表示を盛り込むという方法を

とる必要がある。こうした，新たな枠組みを構築する

ためには，著作権上の環境整備が不可欠な要素となる

のである。 
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おわりに 

 
国立国会図書館の電子化資料について，各自治体の

公立図書館で活用する方法を主流に結論づけてきたが，

電子書籍の場合，紙の書籍と比べると著作権的に大き

く違う点がある。元ファイルを劣化することなく，何

度でも再配布が可能である。そのため，長尾構想をは

じめ，権利者との利害の調整と，権利者の経済的な保

証が大きなハードルとなってきている。図書館が，た

だ単に，ベンダーの提供コンテンツの窓口に留まるの

であれば，情報拠点としての付加価値をもった「知の

拡大再生産」のための使命を果たしているとは言えな

い。さらに，国立国会図書館のデジタル化資料は，全

文検索可能なフォーマットに変換し，国立国会図書館

内のみの閲覧とせず，有効に配信できる仕組みと環境

を構築していくことが，今後の課題でもある。 後に

CC の取り組みを権利者側の意思表示として，一つの

解決策を探る試みとしたが，営利目的の電子書籍に対

しての課題は残されている。さらに，公貸権制度を，

公共図書館における電子書籍の貸与に導入した場合の

課題についても論考した。電子書籍は，今後，紙の書

籍による出版サイドの流通リスク回避や，新たなプラ

ットフォームの普及により，市場に流通していくであ

ろうということを論証してきたが，一方，国家の IT

戦略，総務省，経済産業省，文部科学省の政策会議の

取り組みから，国家施策の方向性も，電子書籍の流通

による知の拡大再生産を目指している。公共図書館に

おける電子書籍の提供方法は，国立国会図書館のデジ

タル化資料と，今後，おそらく法定納本されていく電

子書籍の ILL 活用の仕組みに依拠するであろうと考

えてきた。また，その法的な枠組みを考えた場合，著

作権者のインセンティブを与える仕組みとして，公貸

権制度の導入に伴う集中管理団体の設立が必要であろ

うということを論証し，補完的役目として，CC によ

る著作権者の事前の意思表示をその枠組みの中で活用

できないかということを考えた。今後，キーポイント

となる国立国会図書館の法定納本制度の改正の動きと，

それに伴うデジタル資源の公立図書館での提供の仕組

みについては，本稿執筆中も市場や政策的に様々な動

きがあり，今後も注視していかなければならないと考

える。 
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2 http://www.amazon.com/[引用日：2011-12-23] 
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当初，独自のPDC（Personal Digital Cellular）方式
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進出が困難となっていた。 
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5 http://www.ebookjapan.jp/ebj/[引用日：2011-12-23] 
電子書籍販売サイトebookjapanを運営する株式会社

イーブックイニシアティブジャパンに移行し，マンガ

を中心に5万冊以上をリリースしている。 
6 https://www.publishinglink.jp/[引用日：2011-12-23] 
電子出版物の企画・開発に関する事業及び携帯電話向

                                                                                
け電子配信サービスに関する事業等 
7 ソニーのLIBRIeは，コンテンツの少なさから日本

では失速するが，アメリカにおいて，「SONYReader」
としてプラットフォームを定着させ成功している。逆

に，日本にこのデバイスとSONYストアとして，電

子書籍販売のプラットフォームが入ってきた形となっ

ている。 
8 https://weblibrary-chiyoda.com/[引用日：

2011-12-23] 
9 http://www.lib-sakai.jp/[引用日：2011-12-23]堺市立

図書館の電子図書館のページは，

https://dnp-cms.d-library.jp/SKI01/である。 
10 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryuts
u02_01000001.html[引用日：2011-12-23] 『平成22
年度「新 ICT利活用サービス創出支援事業」に関する

提案の公募』の中で電子出版の動向として，「電子出版

に関する技術的課題の解決，電子出版ビジネスの基盤

となる技術の確立，民間による標準規格の策定やルー

ルの確立が急務」であるとして提案を公募している。 
11 萩市立萩図書館http://hagilib.city.hagi.lg.jp/[引用

日：2011-12-23] 
12 http://current.ndl.go.jp/node/18730[引用日：

2011-12-23]「静岡県立中央図書館，「電子図書館体験

プロジェクト」を開始」2011年7月22日 
13 http://current.ndl.go.jp/node/18812[引用日：

2011-12-23]「電子図書館実証実験，札幌市中央図書館

でも実施へ」2011年8月3日 
14 http://aebs.or.jp/[引用日：2011-12-23]AEBS
（Association for E-publishing Business Solution），
「ABES NewsLetter Voi.1」2010年活動報告

（http://aebs.or.jp/pdf/AEBSNewsLetter001.pdf[引
用日：2011-12-23]） 
15 http://aebs.or.jp/organization.html[引用日：

2011-12-23]電子出版制作・流通協議会設立趣意より引

用 
16 http://ip.tosp.co.jp/[引用日：2011-12-23] 
17 垂直統合型とは，一社ですべての工程を行うシステ

ムをとっている企業のことである。対するシステムと

して，「水平分業」がある。 
18 http://mobilebook.jp/index.html[引用日：

2011-12-23] モバイルブック・ジェーピーは電子出版

流通プラットフォーム事業（取次事業）に参入。 
19 http://www.maruzen.co.jp/top/index.html[引用

日：2011-12-23] 
20 http://www.trc.co.jp/[引用日：2011-12-23] 
21 図書館システムにおけるクラウドコンピューティ

ングについては，吉田大祐「クラウドコンピューティ

ングの概要と図書館」『図書館雑誌』105（4）（通巻

1049号）2011.4，p.209-211にクラウド活用の効果と

課題が示されている。 
22 
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http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/110207-
Privacy-in-the-Cloud.pdf[引用日：2011-12-23] 
February 14．2011，Privacy in the Cloud: A Legal 
Framework for Moving Personal Data to the Cloud 
By Christine Lyon and Karin Retzer 
23 http://www.ipa.go.jp/[引用日：2011-12-23]2004年

1月5日に設立された独立行政法人情報処理推進機構

（Information-technology Promotion Agency．Japan）
が情報処理振興事業協会の業務等を承継 
24 http://dli.grainger.uiuc.edu/national.htm[引用日：

2011-12-23] 
25 http://current.ndl.go.jp/ca996[引用日：2011-12-23] 
植月献二「CA996 - GII電子図書館プロジェクト：情

報社会に関するG7関係閣僚会合」カレントアウェア

ネスNo.188，1995.4.20.この中で「11の共同プロジ

ェクトが打ち出された。（ 1）各国の情報化計画に関

するデータベース構築，2）広域ネットワークの相互

運用性の実験，3）遠隔地を結んだ教育や訓練，4）電

子図書館，5）電子博物館・美術館，6）環境・天然資

源管理，7）緊急危機管理，ネットワーク開発促進，8）
世界的な医療・福祉への協力体制，9）政府情報ネッ

トワーク，10）中小企業の電子取引ネットワーク，11）
海事情報ネットワーク。）」と紹介されている。 
26 http://kindai.ndl.go.jp/[引用日：2011-12-23] 国立国

会図書館が所蔵する明治・大正・昭和前期刊行図書の

デジタル画像を収録する。 
27 
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/ndlelc-jpn.pdf[
引用日：2011-12-23] 
28http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_100100
7_po_c_toushin.pdf?contentNo=1[引用日：

2011-12-23] 
29 
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/s_toushin_5.pd
f[引用日：2011-12-23] 
30 デジタル化されたコンテンツの著作権保護を目的

に機械的処理され，複製等に制限を加える著作権保護

技術の総称。 
31 マイグレーションとは，プログラムやデータの移行，

変換作業のことである。 
32 
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/elib_standardproject
.html[引用日：2011-12-23] 
33 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/1331
71e.pdf#page=80[引用日：2011-12-23] 
34 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[引用日：2011-12-23]，日本語仮訳：

http://www.mext.go.jp/unesco/009/005/003.pdf[引用

日：2011-12-23] 
35 

                                                                                
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/elib_plan2004.html[
引用日：2011-12-23] 2004年2月17日策定 
36 
http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizait
aisaku_step2.pdf[引用日：2011-12-23] 
37 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/ind
ex.htm[引用日：2011-12-23] 
38 長尾真，遠藤薫，吉見俊哉『書物と映像の未来』岩

波書店，2010，p.14. 
39 糸賀雅児「地域電子図書館構想と＜無料原則＞のゆ

くえ（特別研究例会報告）」（文責：村岡和彦）『図書館

界』51（4） 1999.11，ｐ.220－224.この特別研究例

会報告を受けて，北克一「図書館サービスの公共経済

学的視点－糸賀雅児氏の提言－」1999.11，p.226－230.
で，糸賀提言の分析がされている。 
40 高須次郎「電子納本と長尾国立国会図書館長構想の

問題点」『新文化』第2872号，2011.2.3. 
41 湯浅俊彦「誤解されている長尾構想」『新文化』第

2876号，2011.3.3. 
42 http://ryuutai.com/[引用日：2011-12-23]出版流通対

策協議会（略称・流対協）は，1978年末，公正取引委

員会の橋口委員長が「本の再販制廃止」発言をしたこ

とに対して，反対の意思表示をした出版社80社によ

って，1979年1月に結成され，①出版再販制度の擁

護，②差別取引の解消，③小規模出版の流通確保，と

いう三つの活動方針を掲げている。2011年現在98社

が会員である。 
43 湯浅俊彦『出版流通合理化構想の検証 ISBN導入

の歴史的意義』ポット出版 2005.10に，日本図書コ

ード，ISBN（国際標準図書番号）導入に伴う，国立

国会図書館と出版界の議論が詳しく記されている。ま

た，同著者「ISBN論争から見た日本の出版流通 : 書
誌情報・物流情報のデジタル化から出版コンテンツの

デジタル化へ」『図書館界』58（6），2007.3，p. 306-318.
では，2007年から国際基準の変更に合わせて ISBN
を13桁化する方針が決まったことと，ウェブ上のコ

ンテンツへのISBNの付与についての論争が記されて

いる。 
44 村上泰子，杉本節子，北克一「国立国会図書館電子

図書館構想の変遷と課題―合意形成過程としてみた

「長尾構想」を中心に」『図書館界』62（2）（通巻352
号）2010.7，p.128-137. 
45 「資料デジタル化に関する協議」

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/digitization_consult.
html，「国立国会図書館所蔵資資料デジタル化及び利

用に係る関係者協議会 第一次合意事項」

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/digitization_agreem
ent01.pdf，平成21年度当初のメンバー構成：

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/digitization/kyogikai
_meibo0903.pdf[引用日：2011-12-23] 
46 インターネットメディア総合研究所編集『電子書籍

50



 

                                                                                
ビジネス調査報告書2011』インプレスR&D，2011.7，
p17. 
47 Comparing top lines: Apple vs. Microsoft 
2011.9.29 
http://www.asymco.com/2011/09/29/comparing-reve
nues-apple-and-microsoft/[引用日：2011-12-23]参考

として，アップルとマイクロソフトの売上推移比較が

ある。アップルは製品ごとの推移を示している。それ

によると，iphoneの急成長と，新しいデバイスとして

登場した，ipadの成長の推移がわかる。 
48 インターネットメディア総合研究所編『電子出版ハ

ンドブック2011』インプレスR&D，2011.3，p.36.
（OnDeck 2011年2月3日号掲載） 
49 http://store.apple.com/us[引用日：2011-12-23] 
50 [前掲]注48（OnDeck 2011年1月18日号掲載）

p.40. 
51 
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060
&p=irol-newsArticle&ID=1565581&highlight[引用

日：2011-12-23]（20011.5.19.）アマゾンは，2011年

4月以降，紙の書籍の売り上げが落ちていない中で，

紙の書籍100に対してKindle本は105冊の割合で売

れていると発表。 
52 https://kdp.amazon.com/self-publishing/signin[引
用日：2011-12-23]2011年1月21日にKindleDTP
（Digital Text Platform）から，Kindle Direct 
Publishingに改名された。同時に，今まで米国，UK
がロイヤルティ70%対象であったが，カナダにも適用

されるようになった。 
53 
http://www.google.co.jp/googlebooks/library.html[引
用日：2011-12-23]この時点での，提携図書館：慶應義

塾大学，バイエルン州立図書館，Committee on 
Institutional Cooperation （CIC），ハーバード大学，

ゲント大学付属図書館，カタロニア国立図書館，ニュ

ーヨーク公立図書館，オックスフォード大学，プリン

ストン大学，スタンフォード大学，カリフォルニア大

学，マドリッド コンプルテンセ大学，ローザンヌ大学

図書館，ミシガン大学，テキサス大学オースティン校，

バージニア大学，ウィスコンシン大学マディソン校 
54 ITpro（Nikkei BP net）2011.3.23，「Google Books
めぐる集団訴訟，連邦地裁が修正和解案を認めず」

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110323/3
58605/[引用日：2011-12-23] 
55 http://www.authorsguild.org/[引用日：2011-12-23] 
56 http://www.publishers.org/[引用日：2011-12-23] 
57グーグルブックサーチに関して，フェアユースと著

作権の問題については，小泉直樹「グーグル・フェア

ユース・表現の自由」『世界』（802）2010.3，p.84-90，
日本におけるこの和解問題については，明石昇二郎「グ

ーグルはなぜ撤退したのか 「グーグル検索和解」問

題と「書籍デジタル化」の行方」『同書』（p.91-101.），

                                                                                
竹内一正「著作権保護上問題が多いグーグルブック検

索」『エコノミスト』87（64） 2009.11.24，p.36-37，
麻田 真衣，許斐 健太「グーグル「ブック検索」，日本

出版界への波紋」『週刊東洋経済』（6197）2009.4.18，
p.26-27.の記事がある。 
58 米ニューヨーク南地区連邦地方裁判所判決文2011
年3月22日，

http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/scott-
turow-on-google.attachment/google-books-opinion-6
724/Google%20Books%20Opinion%2005_CIV_8136
.pdf[引用日：2011-12-23] 
59 提出した「クラスアクション当事者確認申請書」

http://thepublicindex.org/docs/motions/990-memora
ndum-in-support.pdf[引用日：2011-12-28] 
60 記事の出典：hon.jp Day Watch 2011-12-14 
09:43:37「Google Book Search裁判が再開，米作家団

体The Authors Guildが当事者確認書類を裁判所に提

出」http://hon.jp/news/1.0/0/2959/[引用日：

2011-12-28] 
「Googleブックスをめぐる訴訟，再開に向けた動きが

始まる」カレントアウェアネス・ポータル2011年12
月28日，http://current.ndl.go.jp/node/19836[引用

日：2011-12-28] 「Class Action Filed in Google Books 
Case」Information Today 2011-12-19，
http://newsbreaks.infotoday.com/NewsBreaks/Class
-Action-Filed-in-Google-Books-Case-79495.asp[引用

日：2011-12-28] 
61 名和小太郎『著作権2.0 ウェブ時代の文化発展を

目指して』NTT出版，2010.7，p.10. 
62 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo0
01.html[引用日：2011-12-23] 
63 [前掲]注61，p.15-16，名和がここでいう著作権1.0
とは19世紀末の知的環境が色濃くしみついたベルヌ

条約の概念を指す。この著作のタイトルでもある著作

権2.0は，グーグルがオプトアウトという方法で，現

行著作権法の組み換えを要求してきたことに対して，

この新しい方法を，ウェブ2.0にならって，こう呼ん

だ。 
64 ローレンス・レッシグ『CODE―インターネットの

合法・違法・プライバシー』山形浩生・柏木亮二訳 翔
泳社，2001，2007年に『CODE VERSION2.0』山形

浩生訳，[同社]で出版されている。 
65 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704
271804575405181858061108.html[引用日：

2011-12-23]2010年8月3日「Pricing of E-Books 
Draws Increased Antitrust Scrutiny」（The Wall 
Street Journal） 米国コネチカット州検事総長事務局，

リチャード・ブルメンソール（Richard Blumenthal）
司法長官は，2010年8月2日に米国Apple．Amazon
が出版社と結んでいるエージェント契約が電子書籍価
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格を高く設定しており，反競争的で，独占禁止法違反

である可能性があるとして，両社を調査していること

を明らかにした。 
66 リブリエの閲覧可能なファイル形式は，ソニーが独

自開発したBBeB（Broad Band eBook）であり，電

子書籍配信サイトTimebook Town（ソニーが全額出

資）より，60日間のレンタルという形式であった。コ

ンテンツの少なさや，レンタル形式，独自のファイル

形式などが，生産終了の要因ではないかと考えられて

いる。 
67 http://www.sony.jp/reader/[引用日：2011-12-23] 
68 http://www.booklista.co.jp/[引用日：2011-12-23] 
booklistaは，ソニー・KDDI・凸版印刷・朝日新聞社

の合弁会社であり，電子書籍流通（取次）事業，プラ

ットフォーム事業，電子書籍コンテンツ販売事業，プ

ロモーション支援事業など，電子書籍配信プラットフ

ォームを提供・サポートしている企業。 
69 http://www.barnesandnoble.com/[引用日：

2011-12-23] 
70 nook
（http://www.barnesandnoble.com/nook/index.asp[
引用日：2011-12-23]）は，液晶バックライト操作画面

とコンテンツ表示の電子ペーパーを交互に見る仕様で

ある。2010年後半からカラー液晶端末のnook Color
を発売した。OSはAndroidである。対応フォーマッ

トはEPUB （プロテクトなしまたはAdobe DRM） ，
PDF。その他文書がXLS，DOC，PPT，PPS，TXT，
DOCM．XLSM．PPTM．PPSX．PPSM．DOCX．
XLX．PPTX，画像はJPG，GIF，PNG，BMP，音

声 MP3，AAC，動画MP4に対応している。 
71 http://www.publishers.org/press/24/[引用日：

2011-12-23] AAP Publishers Report Strong Growth 
in Year-to-Year．Year-End Book Sales Wednesday．
16 February 2011 
72 [前掲] 注46，p.211 出所：AAP（The Association 
of American Publishers）[前掲URL] 
73 
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060
&p=irol-newsArticle&ID=1449176&highlight=[引用

日：2011-12-23] 
74 ニコラス・G・カー『ネット・バカ インターネッ

トがわたしたちの脳にしていること』篠木直子訳，青

土社，2010，p.143. 
75 http://www.eink.com/[引用日：2011-12-23]SONY 
Readerは，ディスプレイにE Inkの16階調グレース

ケールが可能な電子ペーパー「Pearl」を採用。 
76 「マイクロカプセル型電気泳動方式:基材面にコーテ

ィングされた透明なマイクロカプセルの中に，帯電し

た白と黒の粒子があり，電圧を掛けて顔料粒子を移動

させることで表示します。」

（http://www.toppan.co.jp/products_service/denshi_
paper/index.html[引用日：2011-12-23] 米国E Ink 社

                                                                                
と提携したトッパンのE ink 電子ペーパーの説明） 
77 代表的電子取次事業者：モバイルブック・ジェーピ

ー（前掲URL，大日本印刷グループ，他にASP事業

サイトシステム構築，運営サポート，コンテンツ提供

などの事業），ビットウェイ

（http://www.bitway.co.jp/[引用日：2011-12-23]凸版

印刷より分社），デジブックジャパン

（http://www.dbook.co.jp/[引用日：2011-12-23]凸版印

刷系の電子書籍取次） 
78 大日本印刷・NTTドコモ・丸善CHIホールディン

グスの共同出資会社であるトゥ・ディファクト

（http://www.2dfacto.co.jp/）が運営する電子書籍販売

サイトhonto（http://hon-to.jp/）などがある。[引用日：

2011-12-23] 
79 たとえば，出版社の電子書籍サイトは，

http://ebook.shogakukan.co.jp/（小学館eBooks），書

店系の電子書籍サイトは，

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/（紀伊国屋BookWeb）
などがある。[引用日：2011-12-23] 
80 http://www.voyager.co.jp/[引用日：2011-12-23] 
81 http://voyager-store.com/risohshoten[引用日：

2011-12-23] 
82 『週刊ダイヤモンド』99（42）p.45 
83 ロングテールとは，よく売れる商品もあまり売れな

い商品も，ネット上ではフラットな環境で，売れなか

ったものも収入源となるという考え方である。ロング

テールの部分が「たくさんあるが，あまり売れない」

ものである。ロングテールの形は，恐竜の形に例えら

れる。 
84 http://www.papy.co.jp/[引用日：2011-12-23] 
85 統計数値の出典は，『出版年鑑2011年版』（出版年

鑑編集部編，出版ニュース社）である。 
86 http://www.ebj.gr.jp/[引用日：2011-12-23] eBOOK 
Japan 電子書籍コンソーシアム ブックオンデマン

ドシステム総合実証実験 
87 携帯小説が書籍化され，ベストセラーになるケース

が出てきた。Yoshi『Deep Loveアユの物語』スター

ツ出版，2002，がケータイ小説として初めて書籍化さ

れた。参考文献として，本田透『なぜケータイ小説は

売れるのか』（ソフトバンク新書063）ソフトバンクク

リエイティブ，2008 杉浦由美子『ケータイ小説のリ

アル』（中公新書ラクレ279）中央公論新社，2008，
などがある。 
88 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shupp
an/index.html[引用日：2011-12-23]構成員は，

http://www.soumu.go.jp/main_content/000057699.p
df[引用日：2011-12-23]のとおりであり，長尾国立国

会図書館長も入っている。 
89 http://jukugi.mext.go.jp/archive/468.pdf[引用日：

2011-12-23]文部科学省「学校教育の情報化に関する懇

談会（第10回）」における配布資料「デジタル教科書・
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教材，情報端末ＷＧ 検討のまとめ」2011.2.4. 参考

文献として，中村伊知哉『デジタル教科書革命』ソフ

トバンククリエイティブ，2010.10。伊勢呂裕史「主

な国のデジタル教科書・教材の動向 （特集 日本の情

報教育の現状と課題）」『教育展望』 57（9）．2011.10，
p.40-44.などがある。 
90 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075191.p
df[引用日：2011-12-23]この報告の概要には，「知の拡

大再生産の実現」「オープン型電子出版環境の実現」

「『知のインフラ』へのアクセス環境の整備」「利用者

の安心・安全の確保」の4つの柱がある。その方向性

とアクションプランとして，①「著作物・出版物の権

利処理の円滑化推進に関する検討会議（仮称）」の設置 

②個々の出版物の特性に応じた契約の円滑化に向けた

実証実験の実施 ③出版社への権利付与に関する検討 

④「電子出版日本語フォーマット統一企画会議（仮称）」

の設置 ⑤海外デファクト標準への日本語対応に向け

た日・中・韓連携 ⑥「電子出版書誌データフォーマ

ット標準化会議（仮称）」の設置 ⑦「デジタル・ネッ

トワーク社会における図書館のあり方検討協議会（仮

称）」の設置 ⑧サービスの高度化に向けた実証実験の

実施という8項目が示されている。 
91 [前掲]注90，p43. 
92「総務省：電子出版環境整備事業（新 ICT利活用サ

ービス創出支援事業）」

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict
riyou/shinict.htmlこの事業における公立図書館の電

子書籍利活用については，ビジネス支援図書館推進協

議会と株式会社ミクプランニングとの共同プロジェク

ト「図書館デジタルコンテンツ流通促進プロジェクト」

として，図書館デジタルコンテンツ流通促進プロジェ

クト（概要版）

http://www.unisys.co.jp/unicity/pdf/soumu-project1.p
df，図書館デジタルコンテンツ流通促進プロジェクト

（報告書）

http://www.unisys.co.jp/unicity/pdf/soumu-project2.p
df，公立図書館における電子書籍利活用ガイドライン

（案）概要

http://www.unisys.co.jp/unicity/pdf/soumu-project3.p
dfが出されている。[引用日：2011-12-23] 
93 
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/index.html[引用日：2011-12-23] 構
成員は，

http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/houkoku.html[引用日：2011-12-23]
のとおりである。 
94「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」

報告は，

http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/pdf/houkoku.pdf，同概要は，

                                                                                
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/pdf/gaiyou.pdf[引用日：2012-2-16] 
である。この報告は，2012年1月10日に公表されて

いる。その概要を見ると，国会図書館のデジタル化資

料について，各家庭までの送信を目標としつつ，「一定

の範囲，条件のもとに公立図書館等で利用可能となる

よう，著作権法の改正を行うことが適当。」としている

ことと，テキスト化による全文検索を可能とすること，

また，デジタル化資料の民間事業者等への提供につい

ては，「国会図書館と民間事業者等が連携した新たなビ

ジネスモデルの開発が必要。」とし，「環境整備のため

の関係者間における協議の場等を設置することや，有

償配信サービスの限定的，実験的な事業の実施なども

検討することが必要。」であるとしている。 
95 クラウドコンピューティングのシステムとしては，

SaaS（インターネット経由のソフトウェアパッケージ

の提供。），PaaS（インターネット経由のアプリケーシ

ョン実行用のプラットフォームの提供。），HaaSまた

は IaaS（インターネット経由のハードウェアやインフ

ラの提供。）がある。 
96 http://booklive.jp/ [引用日：2011-12-23] 
97 
http://www.kantei.go.jp/jp/it/kihonhou/pdfs/honbun.
pdf[引用日：2011-12-23] 
98 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/[引用日：

2011-12-23] 
99 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060119hon
bun.pdf[引用日：2011-12-23] 
100 関口和一「グローバル時代の情報通信産業と政府

の役割」『未来を作る情報通信政策 世界に学ぶ日本の

針路』国際大学グローバル・コミュニケーション・セ

ンター編著，NTT出版，2010.12，p.9-10. また，こ

の中で，海外の IT戦略についても概要が記載されて

いる。 
101 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000066358.p
df[引用日：2011-12-23] 
102 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/saigai/
01kiban04_02000030.html[引用日：2011-12-23]総務

省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四

半期データの公表（平成23年度第2四半期（9月末））」

その中で，「FTTHアクセスサービス」は，「光ファイ

バー回線でネットワークに接続するアクセスサービス

（集合住宅内等において，一部に電話回線を利用する

VDSL等を含む。）」であると説明されている。FTTH
に関しては，具体的な統計数値は，その「別紙」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000139223
.pdf[引用日：2011-12-23]p.7-9）に「FTTHの契約数

は11年9月末で2，142.3万（前期比2.4％増）と増

加が続いている。」とされ，FTTH契約数の推移等の
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統計データが公表されている。 
103 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000094806.p
df[引用日：2011-12-23] 
104 http://www.uqwimax.jp/service/wimax/[引用日：

2011-12-23] 
105 無線LANを利用したインターネットへの接続サ

ービスを利用できる場所，ホットスポット，アクセス

ポイントとも呼ばれ，鉄道駅や空港，ホテル，喫茶店

やファストフードなどの飲食店などがそのポイントと

なる。公共施設でも提供しているところがある。フレ

ッツ・スポット（NTT東日本，NTT西日本），Mzone
（NTTドコモ），ホットスポット（NTTコミュニケー

ションズ），BBモバイルポイント（ソフトバンクテレ

コム），ソフトバンクWi-Fiスポット（ソフトバンク

モバイル），livedoor Wireless（ライブドア），Wi2 300
（ワイヤ・アンド・ワイヤレス），eoモバイル（ケイ・

オプティコム），UQ Wi-Fi（UQコミュニケーション

ズ），au Wi-Fi SPOT（KDDI／沖縄セルラー電話）な

どが有料でサービスを提供している。 
106 http://emobile.jp/[引用日：2011-12-23] 
107 [前掲]注90，p11，図13 
108 http://idpf.org/[引用日：2011-12-23] 
109 デファクトスタンダードは，市場の実勢によって

標準とみなされるようになった規格であり，デジュレ

スタンダードは公的機関や標準化機関によって標準と

された企画である。 
110 http://idpf.org/epub/30[引用日：2011-12-23] 
111 
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/11/pdf/shiryo_2.pdf[引用日：

2011-12-23] 
112 著作隣接権は，文化庁のホームページ

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosaku
_rinsetuken.html[引用日：2011-12-23]を参照。そこ

で記されている定義は，「著作物の公衆への伝達に重要

な役割を果たしている者（実演家，レコード製作者，

放送事業者及び有線放送事業者）に与えられる権利」

としている。その発生は，「実演，レコードの固定，放

送又は有線放送を行った時点で発生する（無方式主

義）。」，保護期間は，「実演，レコード発行，放送又は

有線放送が行われたときから50年間」である。著作

権法第4章が著作隣接権についての条文である。 
113 
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h
tml[引用日：2011-12-23] 
114 
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkais
ei_horitsu_gaiyou.pdf[引用日：2011-12-23] 
115 国立国会図書館の資料電子化は，画像による電子

化にメタデータを付したものであり，本文をテキスト

化していないため，全文検索はできない。 

                                                                                
116 著作権法第31条2において，「電磁的記録を，（中

略）当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録す

ることができる。」としている。 
117 常世田良「図書館による被災地への情報提供と公

衆送信権」『図書館雑誌』105（8）（通巻1053号）2011.8，
p506-507.に公衆送信権と著作権法上の課題が論じら

れている。また，日本図書館協会の復興支援サイトと

してhttps://www.libeaid.jp/jla/[引用日：2011-12-23]
がある。 
118 「図書館間貸出ワーキングチーム報告書」（2011.3，
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/ill_hokoku_1103
.pdf[引用日：2011-12-23]）によると「文化庁著作権課

の回答により，現行著作権法の下では，デジタル化資

料を用いた図書館間貸出（配信又は媒体に複製しての

貸出）は行うことができないこと，図書館間貸出に代

わる措置としては著作権法第31条第1項第3号の規

定に基づく複製物の提供が可能であることが確認され

た。」とある。 
119 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/co
ntents_kyouka/2011/dai5/gijiroku.html[引用日：

2011-12-23] コンテンツ強化専門調査会（第5回）議

事録担当府省：総務省，文化庁，経済産業，2011年1
月17日開催 
120 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/co
ntents_kyouka/2011/dai5/siryou2_6.pdf[引用日：

2011-12-23]「公共図書館による書籍の電子配信に関す

る意見発表」糸賀雅児（慶應義塾大学） 
121 
http://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id3
54537426?mt=8#[引用日：2011-12-23] 
122 
http://www.ryumurakami.com/utaukujira/pc.html[
引用日：2011-12-23]サイトのトップページには，「そ

の壮大なる世界観よりインスパイアされた美しいアー

トワークと荘厳な音楽。それらを全て融合し，全く新

しい小説が今ここに誕生した。」と記されている。 
123 
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/kodansha-novel
s/1005/special/[引用日：2011-12-23] 
124 北克一「図書館活動，電子資料と著作権」『図書館

界』54（2）2002.7，p.70 
125 
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/12/index.html[引用日：2011-12-23] 
2011年9月30日開催 
126 
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/12/pdf/sanko_1.pdf[引用日：

2011-12-23] 「電子書籍の流通と利用の円滑化に

関する検討会議「デジタル・ネットワーク社会に
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おける図書館と公共サービスの在り方に関する

事項」に係るまとめに関する意見募集の実施につ

いて（意見募集要領）」募集期間：2011年9月

26日～2011年10月14日 
127 
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankait
ou/denshishoseki/11/pdf/shiryo_1.pdf[引用日：

2011-12-23]「『デジタル・ネットワーク社会における

図書館と公共サービスのあり方に関する事項』に係る

まとめ」（平成23年9月1日決定）この中で，国立国

会図書館から地域の公共図書館に対して，送信された

データの利用方法として，送信先におけるプリントア

ウトを認めないことでおおむね意見が一致している。

また，国立国会図書館からの送信サービスに係る対象

出版物を，「基本的に相当期間重版していないものであ

るとともに，電子書籍として配信されていないなど一

般的にその出版物の存在の確認が困難である「市場に

おける入手が困難な出版物」等とすることが適当であ

ると考えられる。」としている。さらに，「段階の制限

をしないことが適当である」としている。 
128 政令の根拠法として，著作権法第27条（公衆送信

権）及び第31条の2が関係すると考えられるが，現

行では公衆送信権は権利制限とはなっていない。 
129 
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/
h21_shiho_07/pdf/shiryo_3_2.pdf[引用日：

2011-12-23] 文化審議会著作権分科会法制問題

小委員会（第7回）議事録 平成22年1月20日

「権利制限の一般規定ワーキングチーム報告書」 
130 http://creativecommons.org/（米国），特定非営利

活動法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン（日本）

http://creativecommons.jp/[引用日：2011-12-23] 
クリエイティブ・コモンズについて論じたものに，野

口祐子「多様化するコンテンツと著作権・ライセンス」

『ブックビジネス2.0』実業之日本社，2010.7，
p.141-178，野口祐子『デジタル時代の著作権』（ちく

ま新書867）筑摩書房，2010.10，渡辺智暁，野口祐

子「オープンアクセスの法的課題：ライセンスとその

標準化・互換性を中心に」『情報の科学と技術』60（4）
2010，p.151-155.がある。 
131 http://creativecommons.jp/licenses/#licenses[引用

日：2011-12-23]  
132 公共貸与権については，南亮一「「公貸権」に関す

る考察 －各国における制度の比較を中心に」『現代の

図書館』40（4）2002.12，p.215-231，同著者「動向

レビュー 公共貸与権をめぐる国際動向」『カレントア

ウェアネス』（286） 2005.12.20，日本図書館協会，

国立国会図書館関西館図書館協力課編，p.18～21.
（http://current.ndl.go.jp/files/ca/ca1579.pdf[引用

日：2011-12-23]），前田章夫「公共貸出権（Public 

                                                                                
Lending Right）について（シンポジウム「図書館サ

ービスと著作権」，＜特集＞第43回研究大会）」『図書

館界』54（2），2002.7，p.58-65，において概要と各

国の導入状況などが説明されている。 
133 著作権法（貸与権）第26条の3 著作者は，その

著作物（映画の著作物を除く。）をその複製物（映画の

著作物において複製されている著作物にあっては，当

該映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に

提供する権利を専有する。 
134 「貸与権及び貸出権並びに知的所有権分野におけ

る著作権に関係する権利に関する1992年11月19日

の欧州理事会指令」Council Directive 92/100/EEC of 
19 November 1992 on rental right and lending right 
and on certain rights related to copyright in the field 
of intellectual property（通称：「92年貸与権指令」）

において，EC全加盟国に貸与権を設けることが義務

付けされている。 
135 ドイツ，オーストリア，オランダなどが著作権法

の枠内で補償金制度を実施している。 
136 
http://archive.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRigh.
htm[引用日：2011-12-23] 
http://current.ndl.go.jp/e318[引用日：2011-12-23] 
137 「公貸権に関する IFLAの立場」カレントアウェ

アネス-E E318 No.57 2005.04.20：
http://current.ndl.go.jp/e318[引用日：2011-12-23] 
138 著作権法第38条5 映画フィルムその他の視聴覚

資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教

育施設その他の施設（営利を目的として設置されてい

るものを除く。）で 政令で定めるもの及び聴覚障害者

等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定める

もの（同条第二号に係るものに限り，営利を目的とし

て当該事業を行うも のを除く。）は，公表された映画

の著作物を，その複製物の貸与を受ける者から料金を

受けない場合には，その複製物の貸与により頒布する

ことができる。この 場合において，当該頒布を行う者

は，当該映画の著作物又は当該映画の著作物において

複製されている著作物につき第二十六条に規定する権

利を有する者（第二 十八条の規定により第二十六条に

規定する権利と同一の権利を有する者を含む。）に相当

な額の補償金を支払わなければならない。 
139 イギリスの公貸権制度については，株式会社シィ

ー・ディー・アイが受託した「諸外国の公共図書館に

関する調査報告書（平成16年度文部科学省委託事業

／図書館の情報拠点化に関する調査研究）」2006.3.
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/hou
koku/06082211/006.pdf[引用日：

2011-12-23]p.104-106.）の報告が詳しい。それによる

と「UKでは，著作権法とは別に1979 年に公貸権法

（Public Lending Right Act 1979）を定めている。こ

の公貸権法のもとで，1982年に，図書館の資料貸出し
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冊数に応じて補償金を支払うことを規定し，

200,000,000ポンドの資金をもって，制度の運用を開

始した。公貸権の適用範囲は，市民が借りることを前

提とした図書館の所蔵する資料であり，ブックモービ

ル（BM）などの資料も含まれる。公貸権の存続期間

は，言語や美術などの著作物の保護期間と同じ，著作

者の生存期間プラス70年である。現在この制度は，

文化・メディア・スポーツ省により所管されている。」

（同報告書p.105.）と報告されている。また，イギリ

スの電子書籍と公貸権の 新動向では，カオリ・リチ

ャーズ「CA1754-動向レビュー：英国における公貸権

制度の 新動向－「デジタル経済法2010」との関連で」

（カレントアウェアネスNO.309，2011.9.20，
http://current.ndl.go.jp/ca1754[引用日：2011-12-23]）
において，2010年の「デジタル経済法」（Digital 
Economy Act 2010）との関わりから電子書籍におけ

る公貸権制度の問題，リーマンショック後の公貸権制

度の財源である中央基金の補助金の削減問題，公貸権

事務局（Public Lending Right Office）自体の廃止と

新しい団体へと引き継がれたことなど， 近の動向が

報告されている。 
140 南はこの原因として，「図書館における貸出しと著

作者や出版社の経済的利益の損失との因果関係に対す

る疑問や，制度が導入された際の業務増大への不安感，

財政的な影響および支出の困難さを解決する必要があ

ったためではないか」（ [前掲]注132 『現代の図書館』

40（4）2002.12，p.218-219）と分析している。 
141 著作者人格権には，公表権（著作権法第18条），

氏名表示権（同法第19条），同一性保持権（同法第20
条）があり，著作財産権とは違い，他人に譲渡するこ

とができない。 

56


	9-1-3
	111S0000001-0901-3



